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舞鶴市市税条例旧新対照表 

旧 新 

附 則 附 則 

(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除) (個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除) 

第4条の3の2 平成22年度から平成41年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別

措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年

が平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成31年までの各

年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適用を受けな

いときは、法附則第5条の4の2第6項(同条第9項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。)に規定するところにより控除すべき

額を、当該納税義務者の第34条及び第35条の2の規定を適用した場

合の所得割の額から控除する。 

第4条の3の2 平成22年度から平成43年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別

措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年

が平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成33年までの各

年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適用を受けな

いときは、法附則第5条の4の2第6項(同条第9項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。)に規定するところにより控除すべき

額を、当該納税義務者の第34条及び第35条の2の規定を適用した場

合の所得割の額から控除する。 

2及び3 （略） 2及び3 （略） 

    改正附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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舞鶴市市税条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第38号)旧新対照表 

旧 新 

(舞鶴市市税条例の一部改正) 

第1条 舞鶴市市税条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改

正する。 

(略) 

附則第7条の3第8項第5号中「費用」の右に「及び令附則第12条第

36項に規定する補助金等」を加える。 

(舞鶴市市税条例の一部改正) 

第1条 舞鶴市市税条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改

正する。 

(略) 

附則第7条の3第8項第5号中「費用」の右に「及び令附則第12条第

36項に規定する補助金等」を加える。 

  附則第13条第1項中「左欄に掲げる」の右に「同条の」を加え、

同項の表第82条第2号アの項中「第82条第2号ア」を「第2号ア」に

改め、同条第2項中「規定する」を「掲げる」に、「平成27年4月1日

から平成28年3月31日まで」を「平成28年4月1日から平成29年3月

31日まで」に、「において、平成28年度分」を「には、平成29年度

分」に改め、「左欄に掲げる」の右に「同条の」を加え、同項の表

第82条第2号アの項中「第82条第2号ア」を「第2号ア」に改め、同

条第3項中「規定する」を「掲げる」に、「平成27年4月1日から平

成28年3月31日まで」を「平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」

に、「において、平成28年度分」を「には、平成29年度分」に改め、

「左欄に掲げる」の右に「同条の」を加え、同項の表第82条第2号

アの項中「第82条第2号ア」を「第2号ア」に改め、同条第4項中「規

定する」を「掲げる」に、「平成27年4月1日から平成28年3月31日

まで」を「平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」に、「にお

いて、平成28年度分」を「には、平成29年度分」に改め、「左欄に

掲げる」の右に「同条の」を加え、同項の表第82条第2号アの項中

「第82条第2号ア」を「第2号ア」に改める。 

 第 1 条の 2 舞鶴市市税条例の一部を次のように改正する。 

第 18条の 3中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

第 19条中「)、第 53条の 8、第 67条」の右に「、第 81条の 6第

1項」を加え、同条第 2号及び第 3号中「第 98 条第 1項」を「第 81条

の 6第 1項の申告書、第 98 条第 1項」に改める。 
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旧 新 

第 35 条中「100 分の 12.1」を「100 分の 8.4」に改める。 

第 80条第 1項及び第 2項を次のように改める。 

軽自動車税は、3 輪以上の軽自動車に対し、当該 3 輪以上の軽

自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該

軽自動車等の所有者に種別割によって課する。 

2 前項に規定する 3輪以上の軽自動車の取得者には、法第 443 条第

2項に規定する者を含まないものとする。 

第 80条第 3項中「第 443 条第 1項」を「第 445 条第 1項」に、「に

よって軽自動車税」を「により種別割」に、「においては」を「には、

第 1項の規定にかかわらず」に改め、同項ただし書中「もの」を「軽

自動車等」に改める。 

第 80条の 2を削る。 

第 81条を次のように改める。 

(軽自動車税のみなす課税) 

第 81 条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の

所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収について

は、買主を前条第 1項に規定する 3輪以上の軽自動車の取得者(以

下この節において「3輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は

軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、

買主の変更があったときは、新たに買主となる者を 3輪以上の軽

自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税

を課する。 

3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販

売業者等」という。)が、その製造により取得した 3輪以上の軽自

動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第2条第5項

に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供する

ため取得した 3 輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、

法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車
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両番号の指定前に第 1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が

行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を 3輪以上の軽自動

車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

4 法の施行地外で 3輪以上の軽自動車を取得した者が、当該 3輪以

上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合

には、当該 3輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を 3輪以上

の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

第 81条の次に次の 7条を加える。 

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課

税の範囲) 

第 81 条の 2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その

本来の事業の用に供するもので、次の各号に該当するものに対し

ては、軽自動車税を課さない。 

(1) 救急用のもの 

 (2) 巡回診療用のもの 

 (3) その他市長が認めるもの 

(環境性能割の課税標準) 

第 81 条の 3 環境性能割の課税標準は、3輪以上の軽自動車の取得

のために通常要する価額として施行規則第 15 条の 10 に定めると

ころにより算定した金額とする。 

(環境性能割の税率) 

第 81条の4 次の各号に掲げる3輪以上の軽自動車に対して課する

環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。 

(1) 法第 451 条第 1 項(同条第 4 項において準用する場合を含

む。)の規定の適用を受けるもの 100 分の 1 

(2) 法第 451 条第 2 項(同条第 4 項において準用する場合を含

む。)の規定の適用を受けるもの 100 分の 2 

(3) 法第 451 条第 3項の規定の適用を受けるもの 100 分の 3 

(環境性能割の徴収の方法) 
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第 81 条の 5 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によら

なければならない。 

(環境性能割の申告納付) 

第 81 条の 6 環境性能割の納税義務者は、法第 454 条第 1項各号に

掲げる 3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又

は日までに、施行規則第 33 号の 4様式による申告書を市長に提出

するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければな

らない。 

2 3 輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)

は、法第 454 条第 1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る時又は日までに、施行規則第 33 号の 4様式による報告書を市長

に提出しなければならない。 

(環境性能割に係る不申告等に関する過料) 

第 81 条の 7 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、

又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告を

しなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。 

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

3 第 1 項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定

すべき納期限は、その発付の日から 10日以内とする。 

(環境性能割の減免) 

第 81 条の 8 市長は、公益のため直接専用する 3輪以上の軽自動車

又は第 90 条第 1 項各号に掲げる軽自動車等(3 輪以上のものに限

る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。 

2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他

必要な事項については、規則で定める。 

第 82条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条各号

列記以外の部分中「軽自動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動

車等に対し」を「次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別

割の税率は」に改め、同条第 1号ア及びイ中「年額 2,000 円」を「年
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額 2,000 円」に改め、同号ウ中「年額 2,400 円」を「年額 2,400 円」

に改め、同号エ中「年額 3,700 円」を「年額 3,700 円」に改め、

同条第 2号ア中 

「2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600 円 

 3 輪のもの 年額 3,900 円 

 4 輪以上のもの  

  乗用のもの 

   営業用 年額 6,900 円 

   自家用 年額 10,800 円 

  貨物用のもの 

   営業用 年額 3,800 円 

   自家用 年額 5,000 円              」 

を 

「(ア) 2 輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600 円 

 (イ) 3 輪のもの 年額 3,900 円 

 (ウ) 4 輪以上のもの 

  a 乗用のもの 

   営業用 年額 6,900 円 

   自家用 年額 10,800 円 

  b 貨物用のもの 

   営業用 年額 3,800 円 

   自家用 年額 5,000 円              」 

に改め、同号イ中 

「農耕作業用のもの 年額 2,000 円 

 その他のもの 年額 5,900 円  」 

を 

「(ア) 農耕作業用のもの 年額 2,000 円 

 (イ) その他のもの 年額 5,900 円  」 

に改め、同条第 3 号中「年額 6,000 円」を「年額 6,000 円」に改
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める。 

第 83 条(見出しを含む。)及び第 85条(見出しを含む。)中「軽自

動車税」を「種別割」に改める。 

第 87条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第 1項

中「軽自動車税」を「種別割」に、「本節」を「この節」に、「第 33号

の 4様式」を「第 33号の 4の 2様式」に改め、同条第 2項及び第 3項

中「第 33 号の 4様式」を「第 33号の 4の 2様式」に改め、同条第

4項中「第 80条第 2項」を「第 81条第 1項」に改める。 

第 88条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第 1項

中「第 80条第 2項」を「第 81条第 1項」に改める。 

第 89条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第 1項

中「ものと認める」を削り、「軽自動車等」の右に「のうち必要と認

めるもの」を加え、「軽自動車税」を「種別割」に改め、「ことがで

きる」を削り、同条第 2項及び第 3項中「軽自動車税」を「種別割」

に改める。 

第 90条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第 1項

各号列記以外の部分中「掲げる軽自動車等」の右に「のうち必要と

認めるもの」を加え、「軽自動車税」を「種別割」に改め、「ことが

できる」を削り、同項第 1号中「のうち、市長が必要と認めるもの」

を削り、同条第 2項中「軽自動車税」を「種別割」に、「本項」を「こ

の項」に改め、同条第 3項中「軽自動車税」を「種別割」に改め、

同条第 4項中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

第 91条第 2項中「第 443 条」を「第 445 条」に、「第 80条の 2」

を「第 81 条の 2」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第 7項

中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

附則第 12条の次に次の 5条を加える。 

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例) 

第 12 条の 2 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第

1 章第 2 節の規定にかかわらず、府が、自動車税の環境性能割の
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賦課徴収の例により、行うものとする。 

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例) 

第 12 条の 3 市長は、当分の間、第 81条の 8の規定にかかわらず、

府知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するもの

として市長が定める 3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税

の環境性能割を減免する。 

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例) 

第 12 条の 4 第 81 条の 6 の規定による申告納付については、当分

の間、同条中「市長」とあるのは、「府知事」とする。 

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付) 

第 12 条の 5 市は、府が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関す

る事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第 29条の

16 第 1 項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として府に交付す

る。 

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例) 

第 12 条の 6 営業用の 3 輪以上の軽自動車に対する第 81 条の 4 の

規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第 1号 100 分の 1 100 分の 0.5 

第 2 号 100 分の 2 100 分の 1 

第 3 号 100 分の 3 100 分の 2 

2 自家用の3輪以上の軽自動車に対する第81条の4(第 3号に係る

部分に限る。)の規定の適用については、同号中「100 分の 3」と

あるのは、「100 分の 2」とする。 

附則第 13条の見出し中「軽自動車税」の右に「の種別割」を加え、

同条第 1項中「初めて道路運送車両法第 60 条第 1項後段の規定によ

る」を「最初の法第 444 条第 3項に規定する」に改め、「軽自動車税」

の右に「の種別割」を加え、同項の表を次のように改める。 
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第 2号ア(イ) 3,900 円 4,600 円 

第 2 号ア(ウ)a 6,900 円 8,200 円 

10,800 円 12,900 円 

第 2 号ア(ウ)b 3,800 円 4,500 円 

5,000 円 6,000 円 

附則第 13条第 2項から第 4項までを削る。 

  (舞鶴市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正) 

第 1 条の 3 舞鶴市市税条例等の一部を改正する条例(平成 26 年条例

第 20号)の一部を次のように改正する。 

附則第 18 項中「軽自動車税」の右に「の種別割」を加え、「新条

例第 82 条及び新条例」を「舞鶴市市税条例第 82 条及び」に改め、

「左欄に掲げる」の右に「同条例の」を加え、同項の表を次のよう

に改める。 

第82条第2号ア(イ) 3,900 円 3,100 円 

第 82 条第 2 号ア

(ウ)a 

6,900 円 5,500 円 

10,800 円 7,200 円 

第 82 条第 2 号ア

(ウ)b 

3,800 円 3,000 円 

5,000 円 4,000 円 

附則第 13条 

 

第 82 条 舞鶴市市税条例等の一部

を改正する条例(平成

26 年条例第 20 号。以下

この条において「平成

26 年改正条例」という。)

附則第 18 項の規定によ

り読み替えて適用される

第 82条 

附則第 13 条の表第

2号ア(イ)の項 

第2号ア(イ) 平成 26 年改正条例附則

第 18 項の規定により読

み替えて適用される第
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82 条第 2号ア(イ) 

3,900 円 3,100 円 

附則第 13 条の表第

2号ア(ウ)a の項 

第 2 号 ア

(ウ)a 

平成 26 年改正条例附則

第 18 項の規定により読

み替えて適用される第

82 条第 2号ア(ウ)a 

6,900 円 5,500 円 

10,800 円 7,200 円 

附則第 13 条の表第

2号ア(ウ)b の項 

第 2 号 ア

(ウ)b 

平成 26 年改正条例附則

第 18 項の規定により読

み替えて適用される第

82 条第 2号ア(ウ)b 

3,800 円 3,000 円 

5,000 円 4,000 円 
 

 (舞鶴市市税条例の一部を改正する条例の一部改正) 

第 2 条 舞鶴市市税条例の一部を改正する条例(平成 27 年条例第

31 号)の一部を次のように改正する。 

  附則第 13項の表第 98 条第 1項の項中「第 34号の 2様式」を「施

行規則第 34号の 2様式」に改め、「第 1条の規定」を削り、同表第

98 条第 2項の項中「第 34号の 2の 2様式」を「施行規則第 34 号の

2の 2様式」に改め、同表第 98条第 3項の項中「第 34 号の 2の 6様

式」を「施行規則第 34号の 2の 6様式」に改め、同表第 98 条第 4項

の項中「第 34 号の 2様式」を「施行規則第 34号の 2様式」に改め

る。 

  附則第 17 項中「、新条例」を「、舞鶴市市税条例」に、「掲げる

新条例」を「掲げる同条例」に改め、同項の表第 19 条第 3号の項中

「第 48条第 1項の申告書(法第 321 条の 8第 22 項及び第 23 項の申

告書を除く。)、」を削り、同表第 100 条の 2の項中「第 100 条の 2」

を「第 100 条の 2第 1項」に改める。 

 (舞鶴市市税条例の一部を改正する条例の一部改正) 

第 2 条 舞鶴市市税条例の一部を改正する条例(平成 27 年条例第

31 号)の一部を次のように改正する。 

  附則第 13項の表第 98 条第 1項の項中「第 34号の 2様式」を「施

行規則第 34号の 2様式」に改め、「第 1条の規定」を削り、同表第

98 条第 2項の項中「第 34号の 2の 2様式」を「施行規則第 34 号の

2の 2様式」に改め、同表第 98条第 3項の項中「第 34 号の 2の 6様

式」を「施行規則第 34号の 2の 6様式」に改め、同表第 98 条第 4項

の項中「第 34 号の 2様式」を「施行規則第 34号の 2様式」に改め

る。 

  附則第 17 項中「、新条例」を「、舞鶴市市税条例」に、「掲げる

新条例」を「掲げる同条例」に改め、同項の表第 19 条第 3号の項中

「第 48条第 1項の申告書(法第 321 条の 8第 22 項及び第 23 項の申

告書を除く。)、」を削り、「第 98条第 1項」を「第 81 条の 6第 1項

の申告書、第 98 条第 1 項」に改め、同表第 100 条の 2 の項中「第
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  附則第 20 項の表附則第 17 項の表第 100 条の 2の項の項、附則第

22項の表附則第 17項の表第 100条の 2の項の項及び附則第24項の

表第 100 条の 2の項の項中「第 100 条の 2」を「第 100 条の 2第 1項」

に改める。 

 

100 条の 2」を「第 100 条の 2第 1項」に改める。 

  附則第 20 項の表附則第 17 項の表第 100 条の 2の項の項、附則第

22項の表附則第 17項の表第 100条の 2の項の項及び附則第24項の

表第 100 条の 2の項の項中「第 100 条の 2」を「第 100 条の 2第 1項」

に改める。 

   附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第 1条中舞鶴市市税条例第19条、第43条、第48条及び第50条

の改正規定並びに第 2条中舞鶴市市税条例の一部を改正する条例

附則第 17項の改正規定(「、新条例」を「、舞鶴市市税条例」に、

「掲げる新条例」を「掲げる同条例」に改める部分及び同項の表

第 19条第 3 号の項中「第 48 条第 1項の申告書(法第 321 条の 8第

22 項及び第 23項の申告書を除く。)、」を削る部分に限る。)並び

に次項及び附則第 4項の規定 平成 29年 1月 1日 

 

 

 (2) 第1条中舞鶴市市税条例附則第3条の改正規定及び附則第3項

の規定 平成 30 年 1 月 1日 

 

 

 

 

 

 (市民税に関する経過措置) 

2 第 1 条の規定による改正後の舞鶴市市税税条例(以下「新条例」と

いう。)第 43条第 4項の規定は、前項第 1号に掲げる規定の施行の

日以後に新条例第43条第2項に規定する納期限が到来する個人の市

   附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第 1条中舞鶴市市税条例第19条、第43条、第48条及び第50条

の改正規定並びに第 2条中舞鶴市市税条例の一部を改正する条例

附則第 17項の改正規定(「、新条例」を「、舞鶴市市税条例」に、

「掲げる新条例」を「掲げる同条例」に改める部分及び同項の表

第 19条第 3号の項中「第 48 条第 1項の申告書(法第 321 条の 8第

22 項及び第 23項の申告書を除く。)、」を削る部分に限る。)並び

に次項及び附則第 4項の規定 平成 29年 1月 1日 

 (2) 第 1 条中舞鶴市市税条例附則第 13 条の改正規定及び附則第

13 項の規定 平成 29 年 4 月 1日 

 (3) 第1条中舞鶴市市税条例附則第3条の改正規定及び附則第3項

の規定 平成 30 年 1 月 1日 

 (4) 第 1条の2及び第1条の3の規定並びに第2条中舞鶴市市税条

例の一部を改正する条例附則第 17 項の表第 19 条第 3号の項の改

正規定(「第 98 条第 1 項」を「第 81 条の 6 第 1 項の申告書、第

98 条第 1項」に改める部分に限る。)並びに附則第 5項、第 14項

及び第 15項の規定 平成 31年 10 月 1日 

 (市民税に関する経過措置) 

2 第 1 条の規定による改正後の舞鶴市市税税条例(以下「新条例」と

いう。)第 43条第 4項の規定は、前項第 1号に掲げる規定の施行の

日以後に新条例第43条第2項に規定する納期限が到来する個人の市
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民税に係る延滞金について適用する。 

3 新条例附則第 3条の規定は、平成 30年度以後の年度分の個人の市

民税について適用する。 

4 新条例第 48条第 5項及び第 50条第 4項の規定は、前項第 1号に掲

げる規定の施行の日以後に新条例第 48 条第 3項又は第 50条第 2項

に規定する納期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

(固定資産税に関する経過措置) 

5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する

部分は、平成 28 年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平

成 27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

6 新条例附則第 7条の 2第 6項の規定は、平成 28年 4 月 1日以後に

新たに取得され、又は改良される地方税法等の一部を改正する等の

法律(平成 28年法律第 13号)第 1条の規定による改正後の地方税法

(昭和 25 年法律第 226 号。以下「新法」という。)附則第 15条第 29項

に規定する償却資産に対して課する平成 29 年度以後の年度分の固

定資産税について適用する。 

7 新条例附則第 7条の 2第 9項の規定は、平成 28年 4 月 1日以後に

新たに取得される新法附則第 15条第 33項第 1号イに規定する設備

に対して課する平成 29 年度以後の年度分の固定資産税について適

用する。 

8 新条例附則第 7条の 2第 10 項の規定は、平成 28年 4月 1 日以後に

民税に係る延滞金について適用する。 

3 新条例附則第 3条の規定は、平成 30年度以後の年度分の個人の市

民税について適用する。 

4 新条例第 48条第 5項及び第 50条第 4項の規定は、前項第 1号に掲

げる規定の施行の日以後に新条例第 48 条第 3項又は第 50条第 2項

に規定する納期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適

用する。 

5 第1条の2の規定による改正後の舞鶴市市税条例(附則第14項及び

第 15 項において「31 年新条例」という。)第 35 条の規定は、附則

第 1項第 4号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の

法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民

税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及

び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、な

お従前の例による。 

(固定資産税に関する経過措置) 

6 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する

部分は、平成 28 年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平

成 27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

7 新条例附則第 7条の 2第 6項の規定は、平成 28年 4 月 1日以後に

新たに取得され、又は改良される地方税法等の一部を改正する等の

法律(平成 28年法律第 13号)第 1条の規定による改正後の地方税法

(昭和 25 年法律第 226 号。以下「新法」という。)附則第 15条第 29項

に規定する償却資産に対して課する平成 29 年度以後の年度分の固

定資産税について適用する。 

8 新条例附則第 7条の 2第 9項の規定は、平成 28年 4 月 1日以後に

新たに取得される新法附則第 15条第 33項第 1号イに規定する設備

に対して課する平成 29 年度以後の年度分の固定資産税について適

用する。 

9 新条例附則第 7条の 2第 10 項の規定は、平成 28年 4月 1 日以後に
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新たに取得される新法附則第 15条第 33項第 2号イに規定する設備

に対して課する平成 29 年度以後の年度分の固定資産税について適

用する。 

9 新条例附則第 7条の 2第 11 項の規定は、平成 28年 4月 1 日以後に

新たに取得される新法附則第 15条第 33項第 2号ハに規定する設備

に対して課する平成 29 年度以後の年度分の固定資産税について適

用する。 

10 新条例附則第 7条の 2第 13 項の規定は、平成 28 年 4月 1 日以後

に新たに取得される新法附則第 15条第 42項に規定する家屋及び償

却資産に対して課する平成 29 年度以後の年度分の固定資産税につ

いて適用する。 

11 新条例附則第 7条の 3第 8項第 5号の規定は、平成 28 年 4 月 1 日

以後に改修される新法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止

改修住宅又は同条第 10 項に規定する区分所有に係る家屋に対して

課する平成 29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

新たに取得される新法附則第 15条第 33項第 2号イに規定する設備

に対して課する平成 29 年度以後の年度分の固定資産税について適

用する。 

10 新条例附則第 7条の 2第 11 項の規定は、平成 28 年 4月 1 日以後

に新たに取得される新法附則第 15 条第 33 項第 2号ハに規定する設

備に対して課する平成 29 年度以後の年度分の固定資産税について

適用する。 

11 新条例附則第 7条の 2第 13 項の規定は、平成 28 年 4月 1 日以後

に新たに取得される新法附則第 15条第 42項に規定する家屋及び償

却資産に対して課する平成 29 年度以後の年度分の固定資産税につ

いて適用する。 

12 新条例附則第 7条の 3第 8項第 5号の規定は、平成 28 年 4 月 1 日

以後に改修される新法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止

改修住宅又は同条第 10 項に規定する区分所有に係る家屋に対して

課する平成 29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

 (軽自動車税に関する経過措置) 

13 新条例附則第 13 条の規定は、平成 29 年度分の軽自動車税につい

て適用する。 

14 31 年新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附

則第 1項第 4号に掲げる規定の施行の日以後に取得された 3輪以上

の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用す

る。 

15 31 年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成

32 年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成

31 年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 

    改正附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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(設置) (設置) 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定によ

り、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため、

設置する。 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定によ

り、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため、

設置する。 

(1)から(4)まで （略） (1)から(4)まで （略） 

(5) 土地建物造成事業会計 土地建物造成事業 （削除） 

(6) （略） (5) （略） 

(7) （略） (6) （略） 

(8) （略） (7) （略） 

(9) （略） (8) （略） 

(10) （略） (9) （略） 

   改正附則 

この条例は、平成29年4月1日から施行する。 

 



１５ 

舞鶴市土地開発基金条例旧新対照表 

旧 新 

(運用益金の整理) (運用益金の整理) 

第6条 基金の運用から生ずる収益は、土地建物造成事業会計歳入歳

出予算に計上して整理する。 

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上

して整理する。 

    改正附則 

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 

 



１６ 

舞鶴市特別職報酬等審議会条例旧新対照表(第14号議案関係) 

旧 新 

(設置) (設置) 

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、

舞鶴市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

第1条 議会の議員の議員報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料

(以下「特別職報酬等」という。)の額について審議するため、舞鶴

市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(所掌事項) (所掌事項等) 

第 2 条  第 2 条 審議会は、市長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審

議する。 

市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料

の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、

当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。 

2 市長は、特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとす

るときは、あらかじめ、当該特別職報酬等の額について審議会の意

見を聴くものとする。 

    改正附則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

 



１７ 

舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例旧新対照表 

旧 新 

舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例 舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例 

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この条例は、次の各号に掲げる舞鶴市の特別職の職員で常勤

のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与に関する事項を定め

るものとする。 

第1条 この条例は、舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する事項を

定めるものとする。 

(1) 市長 （削除） 

(2) 副市長 （削除） 

(給与の種類) (給与の種類) 

第2条 特別職の職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、

給料、扶養手当、住居手当及び期末手当とする。 

第2条 市長及び副市長の受ける給与は、別に条例で定めるもののほ

か、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当とする。 

(給料以外の給与) (給料以外の給与) 

第4条 （略） 第4条 （略） 

2 前項に規定する期末手当の支給において、給与条例第30条第2項中

「100分の122.5」とあるのは「100分の150」と、「100分の137.5」

とあるのは「100分の165」と、同条第4項中「給料、扶養手当及び

管理職手当の月額の合計額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額

並びに給料月額の100分の15に相当する額の合計額」と、同条第5項

中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上で

あるもの及び教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が

2級以上であるもののうち、規則で定めるもの」とあるのは「特別

職の職員」と、「規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超

えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の15」と読

み替えるものとする。 

2 前項に規定する期末手当の支給において、給与条例第30条第2項中

「100分の122.5」とあるのは「100分の150」と、「100分の137.5」

とあるのは「100分の165」と、同条第4項中「給料、扶養手当及び

管理職手当の月額の合計額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額

並びに給料月額の100分の15に相当する額の合計額」と、同条第5項

中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上で

あるもの及び教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が

2級以上であるもののうち、規則で定めるもの」とあるのは「市長

及び副市長」と、「規則で定める職員の区分に応じて100分の15を

超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の15」と

読み替えるものとする。 

附 則 附 則 

1から4まで （略） 1から4まで （略） 

(給与の特例) (給与の特例) 



１８ 

旧 新 

5 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間、第3条の規定にか

かわらず、市長の給料月額は918,000円とし、副市長の給料月額は

756,000円とする。 

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、第3条の規定にか

かわらず、市長の給料月額は918,000円とし、副市長の給料月額は

756,000円とする。 

6から12まで （略） 6から12まで （略） 

(期末手当に関する特例措置) (期末手当に関する特例措置) 

13 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に支給する期末手

当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「給料及び

扶養手当の月額並びに給料月額の100分の15に相当する額の合計

額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額の合計額」とする。 

13 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に支給する期末手

当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「給料及び

扶養手当の月額並びに給料月額の100分の15に相当する額の合計

額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額の合計額」とする。 

    改正附則 

  この条例は、平成29年4月1日から施行する。 

 



１９ 

舞鶴市教育長の給与等に関する条例旧新対照表 

旧 新 

附 則 附 則 

1から4まで （略） 1から4まで （略） 

(給料の特例) (給料の特例) 

5 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間、第3条の規定にか

かわらず、教育長の給料月額は666,000円とする。 

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、第3条の規定にか

かわらず、教育長の給料月額は666,000円とする。 

(期末手当に関する特例) (期末手当に関する特例) 

6 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に支給する期末手

当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「給料及び

扶養手当の月額並びに給料月額の100分の15に相当する額の合計

額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額の合計額」とする。 

6 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に支給する期末手

当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「給料及び

扶養手当の月額並びに給料月額の100分の15に相当する額の合計

額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額の合計額」とする。 

    改正附則 

  この条例は、平成29年4月1日から施行する。 

 



２０ 
 

舞鶴市組織及び分掌事務に関する条例旧新対照表 

旧 新 

(設置) (設置) 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づ

き、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づ

き、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の公室及び部を

置く。 

(1) 企画管理部 (1) 市長公室 

 (2) 政策推進部 

(2) 総務部 (3) 総務部 

(3) 市民文化環境部 (4) 市民文化環境部 

(4) 福祉部 (5) 福祉部 

(5) 健康・子ども部 (6) 健康・子ども部 

(6) 産業振興部 (7) 産業振興部 

(7) 建設部 (8) 建設部 

(8) 上下水道部 (9) 上下水道部 

(分掌事務) (分掌事務) 

第2条 部の分掌する事務は、次のとおりとする。 第2条 公室及び部の分掌する事務は、次のとおりとする。 

(1) 企画管理部 (1) 市長公室 

ア 市の危機管理の総括に関すること。 ア 市の危機管理の総括に関すること。 

イ 秘書、広報及び広聴に関すること。 イ 秘書、広報及び広聴に関すること。 

ウ 市政の総合的な企画及び調整に関すること。 ウ 職員に関すること。 

エ 行財政改革の総合調整に関すること。  

オ 職員に関すること。  

 (2) 政策推進部 

 ア 市政の総合的な企画及び調整に関すること。 

 イ 行財政改革の総合調整に関すること。 



２１ 
 

旧 新 

 ウ 財政に関すること。 

(2) 総務部 (3) 総務部 

ア 工事検査並びに技術指導及び調整に関すること。 ア 工事検査並びに技術指導及び調整に関すること。 

イ 契約に関すること。 イ 契約に関すること。 

ウ 議会及び市の行政一般に関すること。 ウ 議会及び市の行政一般に関すること。 

エ 統計に関すること。 エ 統計に関すること。 

オ 財政に関すること。 （削除） 

カ 財産管理に関すること。 オ 財産管理に関すること。 

キ 債権管理に関すること。 カ 債権管理に関すること。 

ク 市税に関すること。 キ 市税に関すること。 

ケ 電子情報化に関すること。 ク 電子情報化に関すること。 

(3) 市民文化環境部 (4) 市民文化環境部 

アからクまで （略） アからクまで （略） 

(4) 福祉部 (5) 福祉部 

アからカまで （略） アからカまで （略） 

(5) 健康・子ども部 (6) 健康・子ども部 

アからエまで （略） アからエまで （略） 

(6) 産業振興部 (7) 産業振興部 

アからカまで （略） アからカまで （略） 

(7) 建設部 (8) 建設部 

アからオまで （略） アからオまで （略） 

(8) 上下水道部 (9) 上下水道部 

ア （略） ア （略） 

(委任) (委任) 

第3条 部の内部組織、分掌事務その他必要な事項は、市長が別に定

める。 

第3条 公室及び部の内部組織、分掌事務その他必要な事項は、市長

が別に定める。 



２２ 
 

旧 新 

    改正附則 

  この条例は、平成29年4月1日から施行する。 

 



２３ 
 

舞鶴市特別職報酬等審議会条例旧新対照表(第16号議案関係) 

旧 新 

(庶務) (庶務) 

第6条 審議会の庶務は、企画管理部において処理する。 第6条 審議会の庶務は、市長公室において処理する。 

    改正附則 

  この条例は、平成29年4月1日から施行する。 

 



２４ 
 

舞鶴市職員倫理条例旧新対照表 

旧 新 

別表(第8条関係) 別表(第8条関係) 

組織等の区分 倫理監督者 

市長の事務部局 舞鶴市組織及び分掌事務に関する条例

(平成15年条例第21号)第1条に規定する

部の部長 

会計管理者 

市立舞鶴市民病院 市立舞鶴市民病院の組織等に関する規程

(昭和39年市立舞鶴市民病院規程第1号)

第9条に規定する病院長及び管理部長 

上下水道部 上下水道部長 

消防本部及び消防署の事務

部局 

消防長が指定する者 

教育委員会事務局 舞鶴市教育委員会基本規則(昭和38年教

育委員会規則第4号)第12条に規定する部

の部長 

監査委員事務局 事務局長 

選挙管理委員会事務局 事務局長 

公平委員会事務局 事務局長 

農業委員会事務局 事務局長 

議会事務局 事務局長 
 

組織等の区分 倫理監督者 

市長の事務部局 舞鶴市組織及び分掌事務に関する条例

(平成15年条例第21号)第1条に規定する

公室及び部の長 

会計管理者 

市立舞鶴市民病院 市立舞鶴市民病院の組織等に関する規程

(昭和39年市立舞鶴市民病院規程第1号)

第9条に規定する病院長及び管理部長 

上下水道部 上下水道部長 

消防本部及び消防署の事務

部局 

消防長が指定する者 

教育委員会事務局 舞鶴市教育委員会基本規則(昭和38年教

育委員会規則第4号)第12条に規定する部

の長 

監査委員事務局 事務局長 

選挙管理委員会事務局 事務局長 

公平委員会事務局 事務局長 

農業委員会事務局 事務局長 

議会事務局 事務局長 
 

    改正附則 

  この条例は、平成29年4月1日から施行する。 

 



２５ 

舞鶴市消防長及び消防署長の資格を定める条例旧新対照表 

旧 新 

(消防長の資格) (消防長の資格) 

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。 第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 舞鶴市の行政事務に従事した者で、舞鶴市組織及び分掌事務

に関する条例(平成15年条例第21号)第1条に規定する部の長の職

その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであ

ること。 

(2) 舞鶴市の行政事務に従事した者で、舞鶴市組織及び分掌事務

に関する条例(平成15年条例第21号)第1条に規定する公室及び部

の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あった

ものであること。 

    改正附則 

  この条例は、平成29年4月1日から施行する。 

 



２６ 

舞鶴市個人情報保護条例旧新対照表 

旧 新 

(利用停止請求権) (利用停止請求権) 

第36条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を

除く。)が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この

条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関

に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、

当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用

停止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定

められているときは、この限りでない。 

第36条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を

除く。)が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この

条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関

に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、

当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用

停止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定

められているときは、この限りでない。 

(1) 第6条第1項及び第2項の規定に違反して保有されているとき、

第11条第1項及び第2項若しくは第11条の2第1項及び第2項の規定

に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して

収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規

定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第

9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されている

とき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去 

(1) 第6条第1項及び第2項の規定に違反して保有されているとき、

第11条第1項及び第2項若しくは第11条の2第1項及び第2項の規定

に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して

収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規

定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第

9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されている

とき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去 

(2) （略） (2) （略） 

2から4まで （略） 2から4まで （略） 

    改正附則 

 この条例は、平成29年5月30日から施行する。 

 



２７ 

舞鶴市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成27年条例第29号)旧新対照表 

旧 新 

   舞鶴市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 舞鶴市個人情報保護条例(平成16年条例第24号)の一部を次のよう

に改正する。 

 目次中「第35条」を「第35条の2」に改める。 

 第2条に次の3項を加える。 

7 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律

第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人

情報をいう。 

8 この条例において「保有特定個人情報」とは、実施機関の職員が

職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関

の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有してい

るものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。 

9 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第1項及

び第2項の規定により記録された特定個人情報をいう。 

 第11条第1項中「保有個人情報」の右に「(保有特定個人情報を除く。

以下この条において同じ。)」を加え、同条の次に次の1条を加える。 

 

（略） 

第35条中「基づく保有個人情報」の右に「(情報提供等記録を除く。)」

を加え、同条の次に次の1条を加える。 

(情報提供等記録の提供先への通知) 

第35条の2 実施機関は、訂正決定に基づき実施機関が保有する情報

提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認める

ときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又

は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定

する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに

   舞鶴市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 舞鶴市個人情報保護条例(平成16年条例第24号)の一部を次のよう

に改正する。 

 目次中「第35条」を「第35条の2」に改める。 

 第2条に次の3項を加える。 

7 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律

第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人

情報をいう。 

8 この条例において「保有特定個人情報」とは、実施機関の職員が

職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関

の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有してい

るものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。 

9 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第1項及

び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含

む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。 

 第11条第1項中「保有個人情報」の右に「(保有特定個人情報を除く。

以下この条において同じ。)」を加え、同条の次に次の1条を加える。 

（略） 

第35条中「基づく保有個人情報」の右に「(情報提供等記録を除く。)」

を加え、同条の次に次の1条を加える。 

(情報提供等記録の提供先への通知) 

第35条の2 実施機関は、訂正決定に基づき実施機関が保有する情報

提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認める

ときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若

しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会

者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条
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限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとす

る。 

（略） 

第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場

合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機

関の長以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面によ

り通知するものとする。 

（略） 

    改正附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



２９ 

舞鶴市情報公開・個人情報保護審議会条例旧新対照表 

旧 新 

(所掌事務) (所掌事務) 

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について市長の諮問に応じ

て審議し、答申する。 

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について市長の諮問に応じ

て審議し、答申する。 

(1)から(3)まで （略） (1)から(3)まで （略） 

(4) 番号法第26条第1項に規定する特定個人情報保護評価に関す

る事項 

(4) 番号法第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価に関す

る事項 

2 （略） 2 （略） 

(庶務) 

第8条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。 

(庶務) 

第8条 審議会の庶務は、総務部において処理する。 

    改正附則 

 この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第8条の改正

規定は、公布の日から施行する。 
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旧 新 

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」とい

う。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号に基づ

く特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。 

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」とい

う。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基

づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。 

(特定個人情報の提供) (特定個人情報の提供) 

第5条 法第19条第9号の条例で定める特定個人情報を提供すること

ができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる本市の執行機関が、同表

の第3欄に掲げる本市の執行機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務

を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供

を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる本市の執行機関が当

該特定個人情報を提供するときとする。 

第5条 法第19条第10号の条例で定める特定個人情報を提供すること

ができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる本市の執行機関が、同表

の第3欄に掲げる本市の執行機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務

を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供

を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる本市の執行機関が当

該特定個人情報を提供するときとする。 

2 （略） 2 （略） 

    改正附則 

 この条例は、平成29年5月30日から施行する。 
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舞鶴市働く場の創出企業立地促進条例旧新対照表 

旧 新 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(1) 工場適地等 工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条に規定

する調査により工場適地とされた舞鶴市内の区域及びこれに準

じるものとして市長が特に認めた区域をいう。 

（削除） 

(2) （略） (1) （略） 

(3) （略） (2) （略） 

(4) 立地 次のいずれかに該当することをいう。 (3) 立地 次のいずれかに該当することをいう。 

ア 舞鶴市内に事業所を有しない企業が、工場適地等に新たに事

業所を設置すること。 

ア 舞鶴市内に事業所を有しない企業が、舞鶴市内に新たに事業

所を設置すること。 

イ 舞鶴市内に事業所を有する企業が、事業規模の拡大を目的と

して、工場適地等に新たに事業所を設置し、又は工場適地等の

既存の事業所若しくは当該事業所の設備を拡大すること。 

イ 舞鶴市内に事業所を有する企業が、事業規模の拡大を目的と

して、舞鶴市内に新たに事業所を設置し、又は舞鶴市内の既存

の事業所若しくは当該事業所の設備を拡大すること。 

(5) （略） (4) （略） 

(6) （略） (5) （略） 

(7) （略） (6) （略） 

(8) （略） (7) （略） 

(9) （略） (8) （略） 

(優遇措置) (優遇措置) 

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、優遇措置として、立地

計画の認定を受けた日から操業日までの間に、当該立地計画に基づ

き、新たに雇用することにより、増加した市内従業員の数が3人以

上(前条第4号イの立地にあっては、舞鶴市内の事業所の従業員の総

数が増加する場合に限る。)であり、かつ、操業日現在における投

下固定資産等に係る費用の総額が前条第4号アの立地にあっては

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、優遇措置として、立地

計画の認定を受けた日から操業日までの間に、当該立地計画に基づ

き、新たに雇用することにより、増加した市内従業員の数が3人以

上(前条第3号イの立地にあっては、舞鶴市内の事業所の従業員の総

数が増加する場合に限る。)であり、かつ、操業日現在における投

下固定資産等に係る費用の総額が前条第3号アの立地にあっては
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1億円以上、同号イの立地にあっては5千万円以上である認定企業に

対し、この条例、この条例に基づく規則等に定めるところにより、

予算の範囲内で働く場の創出補助金及び企業立地補助金(以下単に

「補助金」という。)を交付するものとする。 

1億円以上、同号イの立地にあっては5千万円以上である認定企業に

対し、この条例、この条例に基づく規則等に定めるところにより、

予算の範囲内で働く場の創出補助金及び企業立地補助金(以下単に

「補助金」という。)を交付するものとする。 

(用地取得に係る補助率の加算) (用地取得に係る補助率の加算) 

第6条 工場適地等に土地を取得し、当該取得の日以後3年以内に当該

土地に立地する事業所の工事に着手する場合にあっては、前条各号

に規定する率に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

率を加算する。 

第6条 舞鶴市内に土地を取得し、当該取得の日以後3年以内に当該土

地に立地する事業所の工事に着手する場合にあっては、前条各号に

規定する率に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率

を加算する。 

(1)から(4)まで （略） (1)から(4)まで （略） 

第7条 補助金の限度額は、前3条の規定により算定した額を合算して

総額5億円とする。 

第7条 補助金の限度額は、1の立地計画につき、前3条の規定により

算定した額を合算して総額5億円とする。 

    改正附則 

 (施行期日) 

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 

(適用区分) 

2 改正後の舞鶴市働く場の創出企業立地促進条例の規定は、この条例

の施行の日以後に事業所等の工事の着手又は土地及び建物の売買契

約若しくは賃貸借契約の締結が行われる立地について適用する。 
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舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例旧新対照表 

旧 新 

(利用承認) (利用承認) 

第12条 コミュニティ施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指

定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更

しようとする場合又は特別の設備等を設けようとする場合も、また

同様とする。 

第12条 コミュニティ施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指

定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更

しようとする場合も、また同様とする。 

2及び3 （略） 2及び3 （略） 

(利用期間) (利用期間) 

第14条 コミュニティ施設等を引き続き利用できる期間は、11日とす

る。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、変

更することができる。 

第14条 コミュニティ施設等を引き続き利用できる期間は、1年とす

る。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、変

更することができる。 

 (特別の設備等の制限) 

第16条の2 コミュニティ施設等利用者は、その利用に当たって、コ

ミュニティ施設に特別の設備を設け、又はコミュニティ施設に変更

を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなけ

ればならない。 

(指定管理者不在等期間の管理) (指定管理者不在等期間の管理) 

第24条 （略） 第24条 （略） 

2 第7条、第10条、第12条から第15条まで、第17条、第19条から第21条

まで(第19条第2項を除く。)及び前条の規定は、前項の規定により

市長が複合施設等の管理を行う場合について準用する。この場合に

おいて、第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条中

「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、あらかじめ市長

の承認を受けて」とあるのは「ときは」と、第12条、第13条、第14条

ただし書、第15条及び第17条中「指定管理者」とあるのは「市長」

と、第19条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「料金(以

下「利用料金」という。)」とあるのは「駐車料金又は使用料」と、

2 第7条、第10条、第12条から第15条まで、第16条の2、第17条、第

19条から第21条まで(第19条第2項を除く。)及び前条の規定は、前

項の規定により市長が複合施設等の管理を行う場合について準用

する。この場合において、第7条中「指定管理者」とあるのは「市

長」と、第10条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、

あらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは「ときは」と、第12条、

第13条、第14条ただし書、第15条、第16条の2及び第17条中「指定

管理者」とあるのは「市長」と、第19条第1項中「指定管理者」と

あるのは「市長」と、「料金(以下「利用料金」という。)」とある
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同条第3項中「駐車場に係る利用料金」とあるのは「駐車料金」と、

「コミュニティ施設に係る利用料金」とあるのは「コミュニティ施

設に係る使用料」と、「コミュニティ施設の附属設備に係る利用料

金」とあるのは「コミュニティ施設の附属設備に係る使用料」と、

「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは「市長

が」と、同条第4項中「駐車場に係る利用料金」とあるのは「駐車

料金」と、同項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、

同条第5項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同項ただし書

中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第20条(見出しを含む。)

及び第21条中「利用料金」とあるのは「駐車料金及び使用料」と、

「指定管理者」とあるのは「市長」と、前条中「指定管理者」とあ

るのは「市長」と、「駐車場に係る利用料金」とあるのは「駐車料

金」と読み替えるものとする。 

のは「駐車料金又は使用料」と、同条第3項中「駐車場に係る利用

料金」とあるのは「駐車料金」と、「コミュニティ施設に係る利用

料金」とあるのは「コミュニティ施設に係る使用料」と、「コミュ

ニティ施設の附属設備に係る利用料金」とあるのは「コミュニティ

施設の附属設備に係る使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長

の承認を受けて」とあるのは「市長が」と、同条第4項中「駐車場

に係る利用料金」とあるのは「駐車料金」と、同項ただし書中「指

定管理者」とあるのは「市長」と、同条第5項中「利用料金」とあ

るのは「使用料」と、同項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市

長」と、第20条(見出しを含む。)及び第21条中「利用料金」とある

のは「駐車料金及び使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」

と、前条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「駐車場に係る

利用料金」とあるのは「駐車料金」と読み替えるものとする。 

別表(第19条関係) 別表(第19条関係) 

コミュニティ施設利用料金 コミュニティ施設利用料金 

1 基本額は、次のとおりとする。 1 基本額は、次のとおりとする。 

利用時間

  

施設区分 

利用区分 

午前 (午前

9時から正午

まで) 

午後 (午後

1時から午後

5時まで) 

夜間 (午後

6時から午後

10時まで) 

全 日 ( 午 前

9時から午後

10時まで) 

スペース

1 

平日 円

3,500

円

5,500

円

7,500

円

16,500

土曜日 

日曜日 

休日 

4,500 7,500 9,000 21,000

スペース

2 

平日 2,500 4,000 5,000 11,500

土曜日 3,200 5,200 6,500 14,900

利用区分

施設区分 

午前(午前

9時から正

午まで) 

午後(午後

1時から午

後 5 時 ま

で) 

夜間(午後

6時から午

後10時ま

で) 

全日(午前

9時から午

後10時ま

で) 

1月(月の

初日から

当該月の

末日まで) 

スペース

1 

平日 円

3,500

円

5,500

円

7,500

円

16,500

円

401,000

土曜日 

日曜日 

休日 

4,500 7,500 9,000 21,000

スペース

2 

平日 2,500 4,000 5,000 11,500 284,000

土曜日 3,200 5,200 6,500 14,900
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日曜日 

休日 

スペース

3 

平日 2,000 3,000 3,500 8,500

土曜日 

日曜日 

休日 

2,600 3,900 4,500 11,000

 

日曜日 

休日 

スペース

3 

平日 2,000 3,000 3,500 8,500 141,000

土曜日 

日曜日 

休日 

2,600 3,900 4,500 11,000

 

備考 平日とは、土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する

法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)以外の日

をいう。 

備考 平日とは、土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する

法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)以外の日

をいう。 

2 1時間を単位として利用する場合の当該1時間当たりの利用料金

は、前項の表の利用区分の欄(全日の欄を除く。)に対応する利用

料金の額を当該利用区分の欄の時間数で除して得た額(その額に

100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とす

る。 

2 1時間を単位として利用する場合の当該1時間当たりの利用料金

は、前項の表の利用区分の欄(全日及び1月の欄を除く。)に対応

する利用料金の額を当該利用区分の欄の時間数で除して得た額

(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた

額)とする。 

3 入場料その他これに類する料金を徴収し、又は営利若しくは宣

伝を目的とする催物のために利用する場合(練習又は準備のため

に利用する場合を除く。)の利用料金は、第1項の基本額に次の表

に定める割合を乗じて得た額とする。 

3 入場料その他これに類する料金を徴収し、又は営利若しくは宣

伝を目的とする催物のために利用する場合(練習又は準備のため

に利用する場合及び1月を単位として利用する場合を除く。)の利

用料金は、第1項の基本額に次の表に定める割合を乗じて得た額

とする。 

区分 割合 

入場料その他これに類する料金が500円未満 12割 

〃 500円以上1,000円未満 13割 

〃 1,000円以上3,000円未満 15割 

〃 3,000円以上 17割 

営利又は宣伝を目的とする催物 15割 
 

区分 割合 

入場料その他これに類する料金が500円未満 12割 

〃 500円以上1,000円未満 13割 

〃 1,000円以上3,000円未満 15割 

〃 3,000円以上 17割 

営利又は宣伝を目的とする催物 15割 
 

4 利用時間を超過した場合は、当該超過した時間1時間につき、利

用区分を単位とする利用にあっては、その直前(利用区分が全日

4 利用承認を受けた期間を超過した場合は、当該超過した時間1時

間につき、利用区分を単位とする利用にあっては、その直前(利
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の場合は夜間)の利用時間区分による基本額の3割相当額を、1時

間を単位とする利用にあっては、その直前の1時間当たりの利用

料金相当額を徴収する。この場合において、当該超過した時間に

1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満

は切り捨てる。 

用区分が全日又は1月の場合は夜間)の利用区分による基本額の

3割相当額を、1時間を単位とする利用にあっては、その直前の1時

間当たりの利用料金相当額を徴収する。この場合において、当該

超過した時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間

とし、30分未満は切り捨てる。 

    改正附則 

  この条例は、平成29年4月1日から施行する。 
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旧 新 

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」と

いう。)第4条の2第2項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により

公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。 

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」と

いう。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により

公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。 

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合) (区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合) 

第3条 法第4条の2第2項に規定する区域並びに当該区域における緑

地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の

表のとおりとする。 

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑

地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の

表のとおりとする。 

（略） （略） 

    改正附則 

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 
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(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定) (一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定) 

第11条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年

の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第

1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上

場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第33条の3第5項に規定す

る土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定す

る長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第

33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条

の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当

する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定

する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方

税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措

置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、

第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合に

は、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲

渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第

35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則

第35条の2の6第11項若しくは第15項又は第35条の3第11項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項

に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の

2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条

約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律(昭和44年法律第46号。第18条の2において「租税条約等実施

特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の

額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この

条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定に

よる控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

第11条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年

の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第

1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上

場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又

は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法

附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同

法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置

法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第

1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第

1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用

により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除す

る金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期

譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第

34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第

36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法

第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控

除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等

に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項

に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の

2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律

(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第
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と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総

所得金額等」という。)に、第13条の所得割の保険料率を乗じて算

定する。 

2項において準用する場合を含む。第22条第1項第1号において同

じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条

第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において

同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年

法律第46号。第18条の2において「租税条約等実施特例法」という。)

第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項

に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)

の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後

の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」とい

う。)に、第13条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

2 （略） 2 （略） 

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率) (一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率) 

第13条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりと

する。 

第13条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりと

する。 

(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の46に相当する額を一般被保

険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第

29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健

康保険法施行規則(昭和33年省令第53号)第32条の9に規定する方

法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数 

(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の46に相当する額を一般被保

険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第

29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健

康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の9に規定す

る方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た

数 

(2)から(4)まで （略） (2)から(4)まで （略） 

2 （略） 2 （略） 

(保険料の減額) (保険料の減額) 

第18条の2 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の

賦課額のうち基礎賦課額は、第10条又は第13条の2の基礎賦課額か

ら、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して

第18条の2 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の

賦課額のうち基礎賦課額は、第10条又は第13条の2の基礎賦課額か

ら、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して
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得た額が54万円を超える場合には、54万円)とする。 得た額が54万円を超える場合には、54万円)とする。 

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納

付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在におい

てその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算

定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専

従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第

3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法(昭和40年

法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらない

ものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所

得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に

係る配当所得の金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期

譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得

の金額、同法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所

得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項若しくは第15項又は第

35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額)、租税条約等実施特例法第3条の2の2第

10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する

条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定

についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他

の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第

314条の2第2項に掲げる金額を超えない世帯に係る保険料の納付

義務者は、アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該

年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる

ものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納

付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在におい

てその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算

定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専

従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第

3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律

第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないもの

とし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金

額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の

3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第

34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項

に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第

15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附

則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の

金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しく

は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同

法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適

用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、

租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利

子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。

以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下

同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される
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所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項に掲げる金額

を超えない世帯に係る保険料の納付義務者は、アに掲げる額に当

該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額と

イに掲げる額とを合算した額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に

10分の7を乗じて得た額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に

10分の7を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分

の7を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分

の7を乗じて得た額 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の

2第2項に掲げる金額に、26万5千円に当該年度の保険料賦課期日

(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合はその発生した

日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定

同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を

超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当す

る者以外の者は、アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のう

ち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の

2第2項に掲げる金額に、27万円に当該年度の保険料賦課期日(賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した場合はその発生した日

とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同

一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超

えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する

者以外の者は、アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち

当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とさ

れるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に

10分の5を乗じて得た額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に

10分の5を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分

の5を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分

の5を乗じて得た額 

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第

314条の2第2項に掲げる金額に、48万円に当該年度の保険料賦課

期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合はその発生

した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と

特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第

314条の2第2項に掲げる金額に、49万円に当該年度の保険料賦課

期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合はその発生

した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と

特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金
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額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該

当する者以外の者は、アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対

象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算し

た額 

額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該

当する者以外の者は、アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対

象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算し

た額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に

10分の2を乗じて得た額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に

10分の2を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分

の2を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分

の2を乗じて得た額 

2から4まで （略） 2から4まで （略） 

    改正附則 

 (施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項第2号

及び第3号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。 

 (適用区分) 

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例の規定は、平成

29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの

保険料については、なお従前の例による。 
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有本千壽子基金条例旧新対照表 

旧 新 

 (基金の取崩し) 

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、第1条に規定する基金の目的

のために必要があると認める場合は、基金を取り崩し、当該目的の

ために要する費用に充てることができる。 

(運用益金の処理) (運用益金等の処理) 

第5条 基金の運用から生ずる収益は、これを予算に計上して整理す

るものとする。 

第6条 基金の運用から生ずる収益及び取り崩す基金は、これを予算

に計上して整理するものとする。 

(繰替運用) (繰替運用) 

第6条 （略） 第7条 （略） 

(委任) (委任) 

第7条 （略） 第8条 （略） 

    改正附則 

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 

 



４４ 

舞鶴市老人デイサービスセンター条例旧新対照表 

旧 新 

(利用対象者) 

第7条 センターを利用できる者は、舞鶴市に居住する介護保険法(平

成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項及び第4項に規

定する者並びに65歳以上の在宅の虚弱等の状態にある者並びにそ

れらの者を介護する家族等とする。 

(利用対象者) 

第7条 センターを利用できる者は、介護保険法(平成9年法律第

123号。以下「法」という。)に基づく介護保険の被保険者のうち65歳

以上であるもの及び要介護者又は要支援者である40歳以上65歳未

満であるもの並びにそれらの者の家族等とする。 

(利用料金) (利用料金) 

第8条 （略） 第8条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 利用料金は、次のとおりとする。 3 利用料金は、次のとおりとする。 

(1) 法第41条第4項第1号及び第53条第2項第1号に規定する厚生労

働大臣が定める基準により算定した額 

(1) 法第41条第4項第1号若しくは第53条第2項第1号に規定する厚

生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は介護保険

法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第

1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した

費用の額 

(2) （略） (2) （略） 

4 （略） 4 （略） 

    改正附則 

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 
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舞鶴市介護保険条例旧新対照表 

旧 新 

(保険料率) (保険料率) 

第4条 （略） 第4条 （略） 

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率は、

同号の規定にかかわらず、25,410円とする。 

（削除） 

附 則 附 則 

1から10まで （略） 1から10まで （略） 

(平成29年度における保険料率の特例) 

11 平成29年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定

める額とする。 

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 28,580円 

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 38,110円 

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 41,290円 

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 53,990円 

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 63,520円 

(6) 次のいずれかに該当する者 73,050円 

ア 合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第

2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条

第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別

控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)

が125万円以下である者であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除
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く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ又は第10号イに該当する者

を除く。) 

(7) 次のいずれかに該当する者 79,400円 

ア 合計所得金額が200万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除

く。)、次号イ、第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。) 

(8) 次のいずれかに該当する者 95,280円 

ア 合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除

く。)、次号イ又は第10号イに該当する者を除く。) 

(9) 次のいずれかに該当する者 104,810円 

ア 合計所得金額が600万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除

く。)又は次号イに該当する者を除く。) 

(10) 次のいずれかに該当する者 114,340円 

ア 合計所得金額が800万円未満ある者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除



４７ 

旧 新 

く。)に該当する者を除く。) 

(11) 前各号のいずれにも該当しない者 127,040円 

 12 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、

25,410円とする。 

(舞鶴市特別会計条例の一部改正) (舞鶴市特別会計条例の一部改正) 

11 （略） 13 （略） 

(舞鶴市介護認定審査会条例の廃止) (舞鶴市介護認定審査会条例の廃止) 

12 （略） 14 （略） 

    改正附則 

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 
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舞鶴市保健センター条例旧新対照表 

旧 新 

(施設) (施設) 

第3条 センターに次の施設を置く。 第3条 センターに次の施設を置く。 

(1)から(5)まで （略） (1)から(5)まで （略） 

(6) 機能訓練室 （削除） 

    改正附則 

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 
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舞鶴市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例旧新対照表 

旧 新 

目次 目次 

第 1 章 総則(第 1条―第 4条) 第 1 章 総則(第 1条―第 4条) 

第 2 章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第 2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

第 1節 基本方針等(第 5条・第 6条) 第 1 節 基本方針等(第 5条・第 6条) 

第 2 節 人員に関する基準(第 7条・第 8条) 第 2 節 人員に関する基準(第 7条・第 8条) 

第 3 節 設備に関する基準(第 9条) 第 3 節 設備に関する基準(第 9条) 

第 4 節 運営に関する基準(第 10 条―第 43条) 第 4 節 運営に関する基準(第 10 条―第 43条) 

第 5 節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及

び運営に関する基準の特例(第 44 条・第 45条) 

第 5 節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及

び運営に関する基準の特例(第 44 条・第 45条) 

第 3 章 夜間対応型訪問介護 第 3章 夜間対応型訪問介護 

第 1節 基本方針等(第 46 条・第 47 条) 第 1 節 基本方針等(第 46 条・第 47 条) 

第 2 節 人員に関する基準(第 48 条・第 49条) 第 2 節 人員に関する基準(第 48 条・第 49条) 

第 3 節 設備に関する基準(第 50 条) 第 3 節 設備に関する基準(第 50 条) 

第 4 節 運営に関する基準(第 51 条―第 60条) 第 4 節 運営に関する基準(第 51 条―第 60条) 

 第 3 章の 2 地域密着型通所介護 

第 1節 基本方針(第 60条の 2) 

第 2 節 人員に関する基準(第 60 条の 3・第 60条の 4) 

第 3 節 設備に関する基準(第 60 条の 5) 

第 4 節 運営に関する基準(第 60 条の 6―第 60条の 20) 

第 5 節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及

び運営に関する基準 

第 1 款 この節の趣旨及び基本方針(第 60 条の 21・第 60 条の

22) 

第 2 款 人員に関する基準(第 60 条の 23・第 60条の 24) 

第 3 款 設備に関する基準(第 60 条の 25・第 60条の 26) 

第 4 款 運営に関する基準(第 60 条の 27―第 60条の 38) 
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旧 新 

第 4 章 認知症対応型通所介護 第 4章 認知症対応型通所介護 

第 1節 基本方針(第 61条) 第 1 節 基本方針(第 61条) 

第 2 節 人員及び設備に関する基準 第 2節 人員及び設備に関する基準 

第1款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知

症対応型通所介護(第 62条―第 64条) 

第 1款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知

症対応型通所介護(第 62条―第 64条) 

第 2款 共用型指定認知症対応型通所介護(第 65条―第 67条) 第 2款 共用型指定認知症対応型通所介護(第 65条―第 67条) 

第 3 節 運営に関する基準(第 68 条―第 81条) 第 3 節 運営に関する基準(第 68 条―第 81条) 

第 5 章 小規模多機能型居宅介護 第 5章 小規模多機能型居宅介護 

第 1節 基本方針(第 82条) 第 1 節 基本方針(第 82条) 

第 2 節 人員に関する基準(第 83 条―第 85条) 第 2 節 人員に関する基準(第 83 条―第 85条) 

第 3 節 設備に関する基準(第 86 条・第 87条) 第 3 節 設備に関する基準(第 86 条・第 87条) 

第 4 節 運営に関する基準(第 88 条―第 109 条) 第 4 節 運営に関する基準(第 88 条―第 109 条) 

第 6 章 認知症対応型共同生活介護 第 6章 認知症対応型共同生活介護 

第 1節 基本方針(第 110 条) 第 1 節 基本方針(第 110 条) 

第 2 節 人員に関する基準(第 111 条―第 113 条) 第 2 節 人員に関する基準(第 111 条―第 113 条) 

第 3 節 設備に関する基準(第 114 条) 第 3 節 設備に関する基準(第 114 条) 

第 4 節 運営に関する基準(第 115 条―第 129 条) 第 4 節 運営に関する基準(第 115 条―第 129 条) 

第 7 章 地域密着型特定施設入居者生活介護 第 7章 地域密着型特定施設入居者生活介護 

第 1節 基本方針(第 130 条) 第 1 節 基本方針(第 130 条) 

第 2 節 人員に関する基準(第 131 条・第 132 条) 第 2 節 人員に関する基準(第 131 条・第 132 条) 

第 3 節 設備に関する基準(第 133 条) 第 3 節 設備に関する基準(第 133 条) 

第 4 節 運営に関する基準(第 134 条―第 150 条) 第 4 節 運営に関する基準(第 134 条―第 150 条) 

第 8 章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 第 8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

第 1節 基本方針(第 151 条) 第 1 節 基本方針(第 151 条) 

第 2 節 人員に関する基準(第 152 条) 第 2 節 人員に関する基準(第 152 条) 

第 3 節 設備に関する基準(第 153 条・第 154 条) 第 3 節 設備に関する基準(第 153 条・第 154 条) 
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旧 新 

第 4節 運営に関する基準(第 155 条―第 179 条) 第 4 節 運営に関する基準(第 155 条―第 179 条) 

第 5節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針

並びに設備及び運営に関する基準 

第5節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針

並びに設備及び運営に関する基準 

第 1款 この節の趣旨及び基本方針(第 180 条・第 181 条) 第 1 款 この節の趣旨及び基本方針(第 180 条・第 181 条) 

第 2 款 設備に関する基準(第 182 条) 第 2 款 設備に関する基準(第 182 条) 

第 3 款 運営に関する基準(第 183 条―第 191 条) 第 3 款 運営に関する基準(第 183 条―第 191 条) 

第 9 章 看護小規模多機能型居宅介護 第 9章 看護小規模多機能型居宅介護 

第 1節 基本方針(第 192 条) 第 1 節 基本方針(第 192 条) 

第 2 節 人員に関する基準(第 193 条―第 195 条) 第 2 節 人員に関する基準(第 193 条―第 195 条) 

第 3 節 設備に関する基準(第 196 条・第 197 条) 第 3 節 設備に関する基準(第 196 条・第 197 条) 

第 4 節 運営に関する基準(第 198 条―第 204 条) 第 4 節 運営に関する基準(第 198 条―第 204 条) 

第 10 章 雑則(第 205 条) 第 10 章 雑則(第 205 条) 

附則 附則 

(心身の状況等の把握) (心身の状況等の把握) 

第 15 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、計画作成責

任者による利用者の面接によるほか、利用者に係る指定居宅介護支

援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 38 号。以下

「指定居宅介護支援等基準」という。)第 13条第 9号に規定するサ

ービス担当者会議をいう。以下この章及び第 68 条において同じ。)

等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保

健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなけ

ればならない。 

第 15 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、計画作成責

任者による利用者の面接によるほか、利用者に係る指定居宅介護支

援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 38 号。以下

「指定居宅介護支援等基準」という。)第 13条第 9号に規定するサ

ービス担当者会議をいう。以下この章、第 60 条の 6、第 60条の 28 及

び第 60 条の 29において同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、

その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの

利用状況等の把握に努めなければならない。 

 第 3 章の 2 地域密着型通所介護 

第 1節 基本方針 

(基本方針) 
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第60条の2 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護

(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態

となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

う生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び

機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身

の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減

を図るものでなければならない。 

第 2節 人員に関する基準 

(従業者の員数) 

第 60 条の 3 指定地域密着型通所介護の事業を行う者(以下「指定地

域密着型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下

「指定地域密着型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業

者(以下この節から第 4 節までにおいて「地域密着型通所介護従業

者」という。)の員数は、次のとおりとする。 

(1) 生活相談員 指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該

指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専

ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤

務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提

供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるた

めに必要と認められる数 

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」とい

う。) 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地

域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるた

めに必要と認められる数 

(3) 介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定

地域密着型通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該

指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務して

いる時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供して
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いる時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して

得た数が利用者(当該指定地域密着型通所介護事業者が法第

115 条の 45 第 1 項第 1 号ロに規定する第 1 号通所事業(地域にお

ける医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の

整備等に関する法律(平成 26年法律第 83号)第 5条による改正前

の法第 8条の 2第 7項に規定する介護予防通所介護に相当するも

のとして市が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併

せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第 1号通

所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合

にあっては、当該事業所における指定地域密着型通所介護又は当

該第 1号通所事業の利用者。以下この節及び次節において同じ。)

の数が 15 人までの場合にあっては 1 以上、15 人を超える場合に

あっては 15 人を超える部分の数を 5 で除して得た数に 1 を加え

た数以上確保されるために必要と認められる数 

(4) 機能訓練指導員 1以上 

2 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員(当該指定地域密

着型通所介護事業所において同時に指定地域密着型通所介護の提

供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から

第 4節までにおいて同じ。)が 10人以下である場合にあっては、前

項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定地域

密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供

している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定地

域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間

数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるた

めに必要と認められる数とすることができる。 

3 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単

位ごとに、第 1 項第 3 号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあ

っては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第 7項において同

じ。)を、常時 1 人以上当該指定地域密着型通所介護に従事させな
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ければならない。 

4 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処

遇に支障がない場合は、他の指定地域密着型通所介護の単位の介護

職員として従事することができるものとする。 

5 前各項の指定地域密着型通所介護の単位は、指定地域密着型通所

介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的

に行われるものをいう。 

6 第 1 項第 4 号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指

定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事することができる

ものとする。 

7 第 1 項の生活相談員又は介護職員のうち 1 人以上は、常勤でなけ

ればならない。 

8 指定地域密着型通所介護事業者が第 1 項第 3 号に規定する第 1 号

通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密

着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合については、市が定める当該第 1号

通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定

する基準を満たしているものとみなすことができる。 

(管理者) 

第 60 条の 4 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かな

ければならない。ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上

支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務

に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事

することができるものとする。 

第 3節 設備に関する基準 

(設備及び備品等) 

第 60 条の 5 指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、
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静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備並びに指定地域密着型通所介護の提供に必

要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものと

し、その合計した面積は、3 平方メートルに利用定員を乗じて

得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際に

はその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行

う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっ

ては、同一の場所とすることができる。 

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしない

よう配慮されていること。 

3 第 1 項に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業

の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指

定地域密着型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでな

い。 

4 前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第1項に掲

げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外の

サービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当

該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。 

5 指定地域密着型通所介護事業者が第 60条の 3第 1項第 3号に規定

する第 1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合については、市が定める

当該第 1号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第

1 項から第 3 項までに規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 
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第 4節 運営に関する基準 

(心身の状況等の把握) 

第 60 条の 6 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が

開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利

用状況等の把握に努めなければならない。 

(利用料等の受領) 

第 60 条の 7 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービ

スに該当する指定地域密着型通所介護を提供した際には、その利用

者から利用料の一部として、当該指定地域密着型通所介護に係る地

域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型通所介

護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して

得た額の支払を受けるものとする。 

2 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当

しない指定地域密着型通所介護を提供した際にその利用者から支

払を受ける利用料の額と、指定地域密着型通所介護に係る地域密着

型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないよう

にしなければならない。 

3 指定地域密着型通所介護事業者は、前 2 項の支払を受ける額のほ

か、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることがで

きる。 

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住

する利用者に対して行う送迎に要する費用 

(2) 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域

密着型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い

必要となる費用の範囲内において、通常の指定地域密着型通所介

護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用 

(3) 食事の提供に要する費用 
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(4) おむつ代 

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供

において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要と

なるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適

当と認められる費用 

4 前項第 3 号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定める

ところによるものとする。 

5 指定地域密着型通所介護事業者は、第 3 項の費用の額に係るサー

ビスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、

当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を

得なければならない。 

(指定地域密着型通所介護の基本取扱方針) 

第 60 条の 8 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減

又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われ

なければならない。 

2 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密

着型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければなら

ない。 

(指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針) 

第 60 条の 9 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところに

よるものとする。 

(1) 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生

活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動へ

の参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行

うものとする。 

(2) 指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、

利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができる

よう配慮して行うものとする。 

(3) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第 1 項に
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規定する地域密着型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にな

らないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むこ

とができるよう必要な援助を行うものとする。 

(4) 指定地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護

の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は

その家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすい

ように説明を行うものとする。 

(5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進

歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うもの

とする。 

(6) 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況

を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必

要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認

知症(法第 5条の 2に規定する認知症をいう。以下同じ。)である

要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス

の提供ができる体制を整えるものとする。 

(地域密着型通所介護計画の作成) 

第 60 条の 10 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の

心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練

等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を

記載した地域密着型通所介護計画を作成しなければならない。 

2 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されて

いる場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければ

ならない。 

3 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護

計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に

対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

4 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護

計画を作成した際には、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交
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付しなければならない。 

5 指定地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、

地域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の

達成状況の記録を行う。 

(管理者の責務) 

第 60 条の 11 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定

地域密着型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通

所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の

管理を一元的に行うものとする。 

2 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型

通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な

指揮命令を行うものとする。 

(運営規程) 

第 60 条の 12 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通

所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定地域密着型通所介護の利用定員 

(5) 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) その他運営に関する重要事項 

(勤務体制の確保等) 

第 60 条の 13 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切

な指定地域密着型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所
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介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければなら

ない。 

2 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業

所ごとに、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者によって指

定地域密着型通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者

の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

3 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の

資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

(定員の遵守) 

第 60 条の 14 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて

指定地域密着型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害

その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

(非常災害対策) 

第 60 条の 15 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する

具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を

整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避

難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

(衛生管理等) 

第 60 条の 16 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する

施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管

理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

2 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

(地域との連携等) 

第 60 条の 17 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通

所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代

表者、市の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する

区域を管轄する法第 115 条の 46 第 1 項に規定する地域包括支援セ
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ンターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等によ

り構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)

を設置し、おおむね 6月に 1回以上、運営推進会議に対し活動状況

を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会

議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助

言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなけれ

ばならない。 

3 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、

地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地

域との交流を図らなければならない。 

4 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、

提供した指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関

して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実

施する事業に協力するよう努めなければならない。 

5 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業

所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地

域密着型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者

以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努

めなければならない。 

(事故発生時の対応) 

第 60 条の 18 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指

定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市、当

該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連

絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に

際して採った処置について記録しなければならない。 

3 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着

型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠
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償を速やかに行わなければならない。 

4 指定地域密着型通所介護事業者は、第 60 条の 5第 4項の指定地域

密着型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合

は、第 1項及び第 2項の規定に準じた必要な措置を講じなければな

らない。 

(記録の整備) 

第 60 条の 19 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備

品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着

型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完

結の日から 5年間保存しなければならない。 

(1) 地域密着型通所介護計画 

(2) 次条において準用する第 21条第 2項に規定する提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

(3) 次条において準用する第29条に規定する市への通知に係る記

録 

(4) 次条において準用する第 39条第 2項に規定する苦情の内容等

の記録 

(5) 前条第 2 項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

(6) 第 60 条の 17 第 2 項に規定する報告、評価、要望、助言等の

記録 

(準用) 

第 60 条の 20 第 10 条から第 14 条まで、第 16 条から第 19 条まで、

第 21条、第 23条、第 29条、第 35 条から第 39 条まで、第 42条及

び第 54 条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用

する。この場合において、第 10 条第 1項中「第 32 条に規定する運

営規程」とあるのは「第 60 条の 12に規定する重要事項に関する規

程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは
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「地域密着型通所介護従業者」と、第 35 条中「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」

と読み替えるものとする。 

第 5節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設

備及び運営に関する基準 

第 1款 この節の趣旨及び基本方針 

(この節の趣旨) 

第 60 条の 21 第 1 節から第 4 節までの規定にかかわらず、指定療養

通所介護(指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度

要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看

護師による観察が必要なものを対象者とし、第 60条の 31 に規定す

る療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他

の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。)

の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準について

は、この節に定めるところによる。 

(基本方針) 

第 60 条の 22 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合

においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能

の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を

行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維

持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもの

でなければならない。 

2 指定療養通所介護の事業を行う者(以下「指定療養通所介護事業

者」という。)は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者

の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者(指定

訪問看護事業者又は健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 88 条第

1 項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この節において同

じ。)等との密接な連携に努めなければならない。 
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第 2款 人員に関する基準 

(従業者の員数) 

第60条の23 指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所(以下

「指定療養通所介護事業所」という。)ごとに置くべき指定療養通

所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員(以下この節において

「療養通所介護従業者」という。)の員数は、利用者の数が 1.5 に

対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当た

る療養通所介護従業者が1以上確保されるために必要と認められる

数以上とする。 

2 前項の療養通所介護従業者のうち 1 人以上は、常勤の看護師であ

って専ら指定療養通所介護の職務に従事する者でなければならな

い。 

(管理者) 

第 60 条の 24 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければなら

ない。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、

当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内

にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとす

る。 

2 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。 

3 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養通所介護を

行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。 

第 3款 設備に関する基準 

(利用定員) 

第 60 条の 25 指定療養通所介護事業所は、その利用定員(当該指定療

養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受け

ることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同

じ。)を 9人以下とする。 

(設備及び備品等) 
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第 60 条の 26 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行う

のにふさわしい専用の部屋を有するほか、消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備並びに指定療養通所介護の提供に必要な設

備及び備品等を備えなければならない。 

2 前項に掲げる専用の部屋の面積は、6.4 平方メートルに利用定員を

乗じた面積以上とする。 

3 第 1 項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に

供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定療養

通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

4 前項ただし書の場合(指定療養通所介護事業者が第1項に掲げる設

備を利用し、夜間及び深夜に療養通所介護以外のサービスを提供す

る場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供

の開始前に市長に届け出るものとする。 

第 4款 運営に関する基準 

(内容及び手続の説明及び同意) 

第 60 条の 27 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供

の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第60条

の 34 に規定する重要事項に関する規程の概要、療養通所介護従業

者の勤務の体制、第 60 条の 32第 1項に規定する利用者ごとに定め

た緊急時等の対応策、主治の医師及び第 60条の 35 第 1項に規定す

る緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交

付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得

なければならない。 

2 第 10 条第 2項から第 6項までの規定は、前項の規定による文書の

交付について準用する。 

(心身の状況等の把握) 

第 60 条の 28 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供

に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサ
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ービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれて

いる環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の

把握に努めなければならない。 

2 指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応じた適切なサービ

スを提供できるよう、特に利用者の主治の医師及び当該利用者が利

用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、利用者の心身の状

況等の把握に努めなければならない。 

(指定居宅介護支援事業者等との連携) 

第 60 条の 29 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護を提供

するに当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービ

ス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければ

ならない。 

2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の

提供の適否について、主治の医師を含めたサービス担当者会議にお

いて検討するため、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業に対し

て必要な情報を提供するように努めなければならない。 

3 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る指定居宅介護支援事業

者に対して、居宅サービス計画の作成及び変更等に必要な情報を提

供するように努めなければならない。 

4 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の終了に際

しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、

当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及

び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連

携に努めなければならない。 

(指定療養通所介護の具体的取扱方針) 

第 60 条の 30 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるところによる

ものとする。 

(1) 指定療養通所介護の提供に当たっては、次条第 1 項に規定す

る療養通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日
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常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 

(2) 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に当たって

は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う

ものとする。 

(3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対

応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとす

る。 

(4) 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた

適切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利

用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービ

スの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に図るも

のとする。 

(5) 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確

に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサ

ービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。 

(療養通所介護計画の作成) 

第 60 条の 31 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の

状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目

標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載し

た療養通所介護計画を作成しなければならない。 

2 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場

合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならな

い。 

3 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書(指定居宅サービス等基

準第 70 条第 1 項に規定する訪問看護計画書又は指定訪問看護の事

業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第17条

第 1 項に規定する訪問看護計画書をいう。以下この節において同

じ。)が作成されている場合は、当該訪問看護計画書の内容との整
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合を図りつつ、作成しなければならない。 

4 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成に

当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明

し、利用者の同意を得なければならない。 

5 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画を作成し

た際には、当該療養通所介護計画を利用者に交付しなければならな

い。 

6 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、療養通所介

護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を

行う。 

(緊急時等の対応) 

第 60 条の 32 指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通所介護の

提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合等に備

え、主治の医師とともに、その場合の対応策(以下この節において

「緊急時等の対応策」という。)について利用者ごとに検討し、緊

急時等の対応策をあらかじめ定めておかなければならない。 

2 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策について、利用者

及びその家族に対して十分に説明し、利用者及びその家族が安心し

てサービスを利用できるよう配慮しなければならない。 

3 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供を行ってい

るときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、緊

急時等の対応策に基づき、速やかに主治の医師又は第 60 条の 35第

1 項に規定する緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必要な措置

を講じなければならない。 

4 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密接な連携を

とりながら、利用者の状態の変化に応じて緊急時等の対応策の変更

を行うものとする。 

5 第 1 項及び第 2 項の規定は、前項に規定する緊急時等の対応策の

変更について準用する。 



６９ 

旧 新 

(管理者の責務) 

第 60 条の 33 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通

所介護事業所の従業者の管理及び指定療養通所介護の利用の申込

みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う

ものとする。 

2 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の変化等に応

じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該

利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービ

スの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に行わなけ

ればならない。 

3 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の提供に

適切な環境を整備しなければならない。 

4 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の利用者

個々の療養通所介護計画の作成に関し、必要な指導及び管理を行わ

なければならない。 

5 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業

所の従業者にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行

うものとする。 

(運営規程) 

第 60 条の 34 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所

ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を

定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定療養通所介護の利用定員 

(5) 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 
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(8) 非常災害対策 

(9) その他運営に関する重要事項 

(緊急時対応医療機関) 

第 60 条の 35 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に

備えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機関を定めておかなけれ

ばならない。 

2 緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内

に存し、又は隣接し、若しくは近接していなければならない。 

3 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協力を得るた

め、当該緊急時対応医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り

決めておかなければならない。 

(安全・サービス提供管理委員会の設置) 

第 60 条の 36 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービス

の提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保

健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の

安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められ

る者から構成される安全・サービス提供管理委員会(次項において

「委員会」という。)を設置しなければならない。 

2 指定療養通所介護事業者は、おおむね 6 月に 1 回以上委員会を開

催することとし、事故事例等、安全管理に必要なデータの収集を行

うとともに、当該データ等を踏まえ、指定療養通所介護事業所にお

ける安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討

を行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければならな

い。 

3 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に

応じて対策を講じなければならない。 

(記録の整備) 

第 60 条の 37 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び

会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 
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2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の

提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から

5年間保存しなければならない。 

(1) 療養通所介護計画 

(2) 前条第 2項に規定する検討の結果についての記録 

(3) 次条において準用する第 21条第 2項に規定する提供した具体

的なサービスの内容等の記録 

(4) 次条において準用する第29条に規定する市への通知に係る記

録 

(5) 次条において準用する第 39条第 2項に規定する苦情の内容等

の記録 

(6) 次条において準用する第 60 条の 18 第 2 項に規定する事故の

状況及び事故に際して採った処置についての記録 

(7) 次条において準用する第 60 条の 17 第 2 項に規定する報告、

評価、要望、助言等の記録 

(準用) 

第 60 条の 38 第 11 条から第 14 条まで、第 17 条から第 19 条まで、

第 21条、第 23条、第 29条、第 35条から第 39 条まで、第 42 条、

第 60 条の 7(第 3 項第 2 号を除く。)、第 60 条の 8 及び第 60 条の

13 から第 60 条の 18 までの規定は、指定療養通所介護の事業につい

て準用する。この場合において、第 35 条中「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第

60 条の 13 第 3 項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療

養通所介護従業者」と、第 60条の 17第 1 項中「地域密着型通所介

護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知

見を有する者」と、「6 月」とあるのは「12 月」と、同条第 3 項中

「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」

と、第 60 条の 18 第 4 項中「第 60 条の 5 第 4 項」とあるのは「第

60 条の 26第 4項」と読み替えるものとする。 
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第 61 条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護

(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業は、要介護状

態となった場合においても、その認知症(法第 5 条の 2 に規定する

認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因と

なる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限り

その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生

活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感

の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精

神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第 61 条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護

(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業は、要介護状

態となった場合においても、その認知症である利用者(その者の認

知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)

が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、

必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の

社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の

身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

(心身の状況等の把握) 

第 68 条 指定認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事

業者をいう。以下同じ。)は、指定認知症対応型通所介護の提供に

当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサー

ビス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれてい

る環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把

握に努めなければならない。 

(利用料等の受領) 

第 69 条 指定認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービ

スに該当する指定認知症対応型通所介護を提供した際には、その利

用者から利用料の一部として、当該指定認知症対応型通所介護に係

る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定認知症対応型

通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控

除して得た額の支払を受けるものとする。 

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該

当しない指定認知症対応型通所介護を提供した際にその利用者か

ら支払を受ける利用料の額と、指定認知症対応型通所介護に係る地

域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じな

 

第 68条及び第 69 条 削除 
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いようにしなければならない。 

3 指定認知症対応型通所介護事業者は、前 2 項の支払を受ける額の

ほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることが

できる。 

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住

する利用者に対して行う送迎に要する費用 

(2) 指定認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定認

知症対応型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に

伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定認知症対応型

通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費

用 

(3) 食事の提供に要する費用 

(4) おむつ代 

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定認知症対応型通所介護の提

供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要

となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが

適当と認められる費用 

4 前項第 3 号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定める

ところによるものとする。 

5 指定認知症対応型通所介護事業者は、第 3 項の費用の額に係るサ

ービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対

し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同

意を得なければならない。 

(指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針) (指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針) 

第 70 条 （略） 第 70条 （略） 

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、自らその提供する指定認知

症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければ

ならない。 

2 指定認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者を

いう。以下同じ。)は、自らその提供する指定認知症対応型通所介

護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 
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(管理者の責務) 

第 73 条 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、指定認知症

対応型通所介護事業所の従業者の管理及び指定認知症対応型通所

介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管

理を一元的に行うものとする。 

2 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、当該指定認知症対

応型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必

要な指揮命令を行うものとする。 

 

第 73 条 削除 

(運営規程) (運営規程) 

第 74 条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通

所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程を定めておかなければならない。 

第 74 条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通

所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程を定めておかなければならない。 

(1)から(3)まで （略） (1)から(3)まで （略） 

(4) 指定認知症対応型通所介護の利用定員(第 62 条第 4 項又は第

66 条第 1項の利用定員をいう。第 76 条において同じ。) 

(4) 指定認知症対応型通所介護の利用定員(第 62 条第 4 項又は第

66 条第 1項の利用定員をいう。) 

(5)から(10)まで （略） (5)から(10)まで （略） 

(勤務体制の確保等) 

第 75 条 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対し適切な

指定認知症対応型通所介護を提供できるよう、指定認知症対応型通

所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければな

らない。 

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護

事業所ごとに、当該指定認知症対応型通所介護事業所の従業者によ

って指定認知症対応型通所介護を提供しなければならない。ただ

し、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限

りでない。 

3 指定認知症対応型通所介護事業者は、認知症対応型通所介護従業

者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならな

い。 

 

第 75 条から第 79 条まで 削除 
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(定員の遵守) 

第 76 条 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用定員を超えて指

定認知症対応型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害

その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

(非常災害対策) 

第 77 条 指定認知症対応型通所介護事業者は、非常災害に関する具

体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整

備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、

救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

(衛生管理等) 

第 78 条 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者の使用する施

設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理

に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、当該指定認知症対応型通所

介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

(地域との連携等) 

第 79 条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通

所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代

表者、市の職員又は当該指定認知症対応型通所介護事業者が所在す

る区域を管轄する法第 115 条の 46 第 1 項に規定する地域包括支援

センターの職員、認知症対応型通所介護について知見を有する者等

により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」と

いう。)を設置し、おおむね 6 月に 1 回以上、運営推進会議に対し

活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運

営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければなら

ない。 

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、

助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなけ
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ればならない。 

3 指定認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たって

は、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の

地域との交流を図らなければならない。 

4 指定認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たって

は、提供した指定認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情

に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市

が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

5 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護

事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指

定認知症対応型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する

利用者以外の者に対しても指定認知症対応型通所介護の提供を行

うよう努めなければならない。 

(事故発生時の対応) 

第 79 条の 2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指

定認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市、

当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に

連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故

に際して採った処置について記録しなければならない。 

3 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症

対応型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行わなければならない。 

4 指定認知症対応型通所介護事業者は、第 64条第 4項の単独型・併

設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故

が発生した場合は、第 1項及び第 2項の規定に準じた必要な措置を

講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

(記録の整備) (記録の整備) 

第 80 条 （略） 第 80条 （略） 
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2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症

対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から 5年間保存しなければならない。 

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症

対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から 5年間保存しなければならない。 

(1)から(4)まで （略） (1)から(4)まで （略） 

(5) 前条第 2 項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

(5) 次条において準用する第 60 条の 18 第 2 項に規定する事故の

状況及び事故に際して採った処置についての記録 

(6) 第 79 条第 2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 (6) 次条において準用する第 60 条の 17 第 2 項に規定する報告、

評価、要望、助言等の記録 

(準用) (準用) 

第 81条 第10条から第14条まで、第16条から第19条まで、第21条、

第 23条、第 29 条、第 35条から第 39 条まで、第 42 条及び第 54条

の規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。こ

の場合において、第 10条第 1項中「第 32 条に規定する運営規程」

とあるのは「第 74条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型

通所介護従業者」と、第 35 条中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と読み替

えるものとする。 

第81条 第10条から第14条まで、第16条から第19条まで、第21条、

第 23条、第 29条、第 35条から第 39 条まで、第 42 条、第 54 条、

第 60 条の 6、第 60 条の 7、第 60 条の 11 及び第 60 条の 13 から第

60 条の 18 までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業につい

て準用する。この場合において、第 10条第 1項中「第 32 条に規定

する運営規程」とあるのは「第 74 条に規定する重要事項に関する

規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの

は「認知症対応型通所介護従業者」と、第 35 条中「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護

従業者」と、第 60 条の 17 第 1項中「地域密着型通所介護について

知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見

を有する者」と、第 60 条の 18 第 4 項中「第 60 条の 5 第 4 項」と

あるのは「第 64 条第 4項」と読み替えるものとする。 

(従業者の員数等) (従業者の員数等) 

第 83 条 （略） 第 83条 （略） 

2 から 5まで （略） 2 から 5まで （略） 

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関す

る基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の

中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いて

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関す

る基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の

中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いて
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いるときは、同表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業

者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。 

いるときは、同表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業

者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。 

当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所

に中欄に掲げる施設

等のいずれかが併設

されている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事

業所、指定地域密着型特定施設、

指定地域密着型介護老人福祉施設

又は指定介護療養型医療施設(医

療法(昭和 23 年法律第 205 号)第

7 条第 2 項第 4 号に規定する療養

病床を有する診療所であるものに

限る。) 

介護職員 

当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所

の同一敷地内に中欄

に掲げる施設等のい

ずれかがある場合 

前項中欄に掲げる施設等、指定居

宅サービスの事業を行う事業所、

指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所、指定認知症対応型

通所介護事業所、指定介護老人福

祉施設又は介護老人保健施設 

看護師又は准

看護師 

 

当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所

に中欄に掲げる施設

等のいずれかが併設

されている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事

業所、指定地域密着型特定施設、

指定地域密着型介護老人福祉施設

又は指定介護療養型医療施設(医

療法(昭和 23 年法律第 205 号)第

7 条第 2 項第 4 号に規定する療養

病床を有する診療所であるものに

限る。) 

介護職員 

当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所

の同一敷地内に中欄

に掲げる施設等のい

ずれかがある場合 

前項中欄に掲げる施設等、指定居

宅サービスの事業を行う事業所、

指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所、指定地域密着型通

所介護事業所、指定認知症対応型

通所介護事業所、指定介護老人福

祉施設又は介護老人保健施設 

看護師又は准

看護師 

 

7 から 13まで （略） 7 から 13まで （略） 

(地域との連携等) 

第 106 条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能

型居宅介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民

の代表者、市の職員又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が

所在する区域を管轄する法第 115 条の 46 第 1 項に規定する地域包

括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有

する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進

会議」という。)を設置し、おおむね 2 月に 1 回以上、運営推進会

議に対し通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況

を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会

議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

 

第 106 条 削除 
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2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の報告、評価、要望、

助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなけ

ればならない。 

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業の運営に当たっ

ては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等

の地域との交流を図らなければならない。 

4 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業の運営に当たっ

ては、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関する利用者からの

苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他

の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

5 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅

介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対し

て指定小規模多機能型居宅介護を提供する場合には、当該建物に居

住する利用者以外の者に対しても指定小規模多機能型居宅介護の

提供を行うよう努めなければならない。 

(記録の整備) (記録の整備) 

第 108 条 （略） 第 108 条 （略） 

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規

模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から 5年間保存しなければならない。 

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規

模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から 5年間保存しなければならない。 

(1)から(7)まで （略） (1)から(7)まで （略） 

(8) 第 106 条第 2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 (8) 次条において準用する第 60 条の 17 第 2 項に規定する報告、

評価、要望、助言等の記録 

(準用) (準用) 

第 109 条 第 10 条から第 14 条まで、第 21 条、第 23 条、第 29 条、

第 35条から第 39 条まで、第 41条、第 42条、第 73 条、第 75条及

び第 78 条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について

準用する。この場合において、第 10 条第 1項中「第 32条に規定す

第 109 条 第 10 条から第 14 条まで、第 21 条、第 23 条、第 29 条、

第 35条から第 39 条まで、第 41条、第 42条、第 60条の 11、第 60条

の 13、第 60条の 16 及び第 60条の 17 の規定は、指定小規模多機能

型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第 10 条
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る運営規程」とあるのは「第 101 条に規定する重要事項に関する規

程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第 35 条中「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介

護従業者」と、第 73条第 2項中「この節」とあるのは「第 5章第 4節」

と、第 75 条第 3 項中「認知症対応型通所介護従業者」とあるのは

「小規模多機能型居宅介護従業者」と読み替えるものとする。 

第 1 項中「第 32 条に規定する運営規程」とあるのは「第 101 条に

規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、

第 35 条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの

は「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第 60条の 11第 2項中「こ

の節」とあるのは「第 5章第 4節」と、第 60条の 13第 3項中「地

域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従

業者」と、第 60条の 17第 1 項中「地域密着型通所介護について知

見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見

を有する者」と、「6 月」とあるのは「2 月」と、「活動状況」とあ

るのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」

と読み替えるものとする。 

(記録の整備) (記録の整備) 

第 128 条 （略） 第 128 条 （略） 

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認

知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し、その完結の日から 5 年間保存しなければならない。 

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認

知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し、その完結の日から 5年間保存しなければならない。 

(1)から(6)まで （略） (1)から(6)まで （略） 

(7) 次条において準用する第 106 条第 2項に規定する報告、評価、

要望、助言等の記録 

(7) 次条において準用する第 60 条の 17 第 2 項に規定する報告、

評価、要望、助言等の記録 

(準用) (準用) 

第 129 条 第 10 条、第 11 条、第 13 条、第 14 条、第 23条、第 29 条、

第 35条から第 37 条まで、第 39 条、第 41 条、第 42 条、第 73 条、

第 78 条、第 100 条、第 103 条、第 105 条及び第 106 条第 1 項から

第 4 項までの規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業につい

て準用する。この場合において、第 10条第 1項中「第 32 条に規定

する運営規程」とあるのは「第 123 条に規定する重要事項に関する

規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの

第 129 条 第 10 条、第 11 条、第 13 条、第 14 条、第 23条、第 29 条、

第 35条から第 37 条まで、第 39条、第 41条、第 42 条、第 60条の

11、第 60 条の 16、第 60条の 17 第 1 項から第 4項まで、第 100 条、

第 103 条及び第 105 条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の

事業について準用する。この場合において、第 10 条第 1 項中「第

32 条に規定する運営規程」とあるのは「第 123 条に規定する重要事

項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」
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は「介護従業者」と、第 35 条中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第 73 条第 2 項中「こ

の節」とあるのは「第 6章第 4節」と、第 100 条中「小規模多機能

型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第 103 条中「指

定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型

共同生活介護事業者」と、第 106 条第 1項中「小規模多機能型居宅

介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活

介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービ

スの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と読み替える

ものとする。 

とあるのは「介護従業者」と、第 35 条中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第 60条の 11 第

2 項中「この節」とあるのは「第 6 章第 4 節」と、第 60 条の 17 第

1 項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは

「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「6月」

とあるのは「2 月」と、第 100 条中「小規模多機能型居宅介護従業

者」とあるのは「介護従業者」と、第 103 条中「指定小規模多機能

型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事

業者」と読み替えるものとする。 

(記録の整備) (記録の整備) 

第 149 条 （略） 第 149 条 （略） 

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対す

る指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、その完結の日から 5年間保存しなければ

ならない。 

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対す

る指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、その完結の日から 5年間保存しなければ

ならない。 

(1)から(7)まで （略） (1)から(7)まで （略） 

(8) 次条において準用する第 106 条第 2項に規定する報告、評価、

要望、助言等の記録 

(8) 次条において準用する第 60 条の 17 第 2 項に規定する報告、

評価、要望、助言等の記録 

(準用) (準用) 

第 150 条 第 13 条、第 14 条、第 23条、第 29 条、第 35条から第 39 条

まで、第 41 条、第 42 条、第 73 条、第 77 条、第 78 条、第 100 条

及び第 106 条第 1項から第 4 項までの規定は、指定地域密着型特定

施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、

第 35条中「定期巡回・随時対応型介護看護従業者」とあるのは「地

域密着型特定施設従業者」と、第 73 条第 2 項中「この節」とある

のは「第 7章第 4節」と、第 106 条第 1項中「小規模多機能型居宅

介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入

第 150 条 第 13 条、第 14 条、第 23条、第 29 条、第 35条から第 39 条

まで、第 41条、第 42 条、第 60条の 11、第 60 条の 15、第 60条の

16、第 60 条の 17第 1項から第 4項まで及び第 100 条の規定は、指

定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。こ

の場合において、第 35 条中「定期巡回・随時対応型介護看護従業

者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第 60条の 11第

2 項中「この節」とあるのは「第 7 章第 4 節」と、第 60 条の 17 第

1 項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは
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居者生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿

泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と読

み替えるものとする。 

「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」

と、「6月」とあるのは「2月」と読み替えるものとする。 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第 152 条 （略） 第 152 条 （略） 

2 から 12まで （略） 2 から 12まで （略） 

13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居

宅サービス等基準第 93 条第 1 項に規定する指定通所介護事業所を

いう。以下同じ。)、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密

着型通所介護事業所(指定地域密着型サービスに該当する地域密着

型通所介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)又は

併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指

定地域密着型介護予防サービス基準条例第 6条第 1項に規定する併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併

設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄

養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員により当該事業

所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置

かないことができる。 

13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居

宅サービス等基準第 93 条第 1 項に規定する指定通所介護事業所を

いう。以下同じ。)、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密

着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業

を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準条例

第 6条第 1項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される

事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該

指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士又は機能訓

練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認

められるときは、これを置かないことができる。 

14 から 17まで （略） 14 から 17まで （略） 

(記録の整備) (記録の整備) 

第 178 条 （略） 第 178 条 （略） 

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次の各号に

掲げる記録を整備し、その完結の日から 5年間保存しなければなら

ない。 

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次の各号に

掲げる記録を整備し、その完結の日から 5年間保存しなければなら

ない。 

(1)から(6)まで （略） (1)から(6)まで （略） 

(7) 次条において準用する第 106 条第 2項に規定する報告、評価、 (7) 次条において準用する第 60 条の 17 第 2 項に規定する報告、
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要望、助言等の記録 評価、要望、助言等の記録 

(準用) (準用) 

第 179 条 第 10 条、第 11 条、第 13 条、第 14 条、第 23条、第 29 条、

第 35条、第 37条、第 39条、第 42 条、第 73 条、第 77条、第 106 条

第 1 項から第 4項までの規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設

について準用する。この場合において、第 10 条第 1項中「第 32 条

に規定する運営規程」とあるのは「第 170 条に規定する重要事項に

関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と

あるのは「従業者」と、第 14 条第 1 項中「指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」

と、同条第 2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われてい

ない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるの

は「要介護認定」と、第 35 条中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「従業者」と、第 73 条第 2項中「この節」

とあるのは「第 8章第 4節」と、第 106 条第 1項中「小規模多機能

型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「通い

サービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは

「活動状況」と読み替えるものとする。 

第 179 条 第 10 条、第 11 条、第 13 条、第 14 条、第 23条、第 29 条、

第 35 条、第 37 条、第 39 条、第 42 条、第 60 条の 11、第 60 条の

15 及び第 60 条の 17 第 1項から第 4項までの規定は、指定地域密着

型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第 10 条

第 1 項中「第 32 条に規定する運営規程」とあるのは「第 170 条に

規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第 14 条第 1 項中「指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあ

るのは「入所の際に」と、同条第 2項中「指定居宅介護支援が利用

者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、

要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第 35 条中「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第 60 条

の 11第 2項中「この節」とあるのは「第 8章第 4節」と、第 60 条

の 17 第 1 項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」と

あるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知

見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と読み替えるものと

する。 

(準用) (準用) 

第 191 条 第 10 条、第 11 条、第 13 条、第 14 条、第 23条、第 29 条、

第 35条、第 37条、第 39条、第 42 条、第 73 条、第 77条、第 106 条

第 1 項から第 4項まで、第 155 条から第 157 条まで、第 160 条、第

163 条、第 165 条から第 169 条まで及び第 173 条から第 178 条まで

の規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準

用する。この場合において、第 10条第 1項中「第 32条に規定する

運営規程」とあるのは「第 188 条に規定する重要事項に関する規程」

と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従

業者」と、第 14 条第 1 項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護

第 191 条 第 10 条、第 11 条、第 13 条、第 14 条、第 23条、第 29 条、

第 35 条、第 37 条、第 39 条、第 42 条、第 60 条の 11、第 60 条の

15、第 60 条の 17第 1項から第 4項まで、第 155 条から第 157 条ま

で、第 160 条、第 163 条、第 165 条から第 169 条まで及び第 173 条

から第 178 条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設について準用する。この場合において、第 10 条第 1項中「第

32 条に規定する運営規程」とあるのは「第 188 条に規定する重要事

項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「従業者」と、第 14 条第 1 項中「指定定期巡回・随時
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看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第 2項

中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合で

あって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」

と、第 35 条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「従業者」と、第 73 条第 2項中「この節」とあるのは「第 8章

第 5 節」と、第 106 条第 1項中「小規模多機能型居宅介護について

知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サ

ービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と、第169条

中「第 160 条」とあるのは「第 191 条において準用する第 160 条」

と、同条第 5号中「第 159 条第 5項」とあるのは「第 184 条第 7項」

と、同条第 6号中「第 179 条」とあるのは「第 191 条」と、同条第

7 号中「第 177 条第 3 項」とあるのは「第 191 条において準用する

第 177 条第 3項」と、第 178 条第 2項第 2号中「第 157 条第 2項」

とあるのは「第 191 条において準用する第 157 条第 2項」と、同項

第 3 号中「第 159 条第 5項」とあるのは「第 184 条第 7項」と、同

項第 4号及び第 5号中「次条」とあるのは「第 191 条」と、同項第

6 号中「前条第 3 項」とあるのは「第 191 条において準用する前条

第 3 項」と読み替えるものとする。 

対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際

に」と、同条第 2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われ

ていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあ

るのは「要介護認定」と、第 35 条中「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第 60条の 11 第 2 項中

「この節」とあるのは「第 8章第 5節」と、第 60条の 17 第 1 項中

「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」

と、「6月」とあるのは「2月」と、第 169 条中「第 160 条」とある

のは「第 191 条において準用する第 160 条」と、同条第 5号中「第

159 条第 5項」とあるのは「第 184 条第 7項」と、同条第 6号中「第

179 条」とあるのは「第 191 条」と、同条第 7号中「第 177 条第 3項」

とあるのは「第191条において準用する第177条第3項」と、第178条

第 2項第 2号中「第 157 条第 2項」とあるのは「第 191 条において

準用する第 157 条第 2項」と、同項第 3号中「第 159 条第 5項」と

あるのは「第 184 条第 7項」と、同項第 4号及び第 5号中「次条」

とあるのは「第 191 条」と、同項第 6号中「前条第 3項」とあるの

は「第 191 条において準用する前条第 3項」と読み替えるものとす

る。 

(記録の整備) (記録の整備) 

第 203 条 （略） 第 203 条 （略） 

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定

看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記

録を整備し、その完結の日から 5年間保存しなければならない。 

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定

看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記

録を整備し、その完結の日から 5年間保存しなければならない。 

(1)から(9)まで （略） (1)から(9)まで （略） 

(10) 次条において準用する第106条第 2項に規定する報告、評価、

要望、助言等の記録 

(10) 次条において準用する第 60条の 17第 2 項に規定する報告、

評価、要望、助言等の記録 

(準用) (準用) 
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第 204 条 第 10 条から第 14 条まで、第 21 条、第 23 条、第 29 条、

第 35条から第 39 条まで、第 41 条、第 42 条、第 73 条、第 75 条、

第 78 条、第 88 条から第 91 条まで、第 94 条から第 96 条まで、第

98 条、第 99 条及び第 101 条から第 107 条の規定は、指定看護小規

模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、

第10条第1項中「第32条に規定する運営規程」とあるのは「第204条

において準用する第 101 条に規定する重要事項に関する規程」と、

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小

規模多機能型居宅介護従業者」と、第 35 条中「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあり、第 75 条第 3 項中「認知症対応

型通所介護従業者」とあり、並びに第 90 条及び第 98条中「小規模

多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介

護従業者」と、第 107 条中「第 83 条第 6 項の表の中欄」とあるの

は「第 193 条第 7項各号」と読み替えるものとする。 

第 204 条 第 10 条から第 14 条まで、第 21 条、第 23 条、第 29 条、

第 35条から第 39 条まで、第 41条、第 42条、第 60条の 11、第 60条

の 13、第 60 条の 16、第 60 条の 17、第 88 条から第 91 条まで、第

94 条から第 96 条まで、第 98 条、第 99 条、第 101 条から第 105 条

まで及び第 107 条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事

業について準用する。この場合において、第 10条第 1項中「第 32条

に規定する運営規程」とあるのは「第 204 条において準用する第

101 条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護

従業者」と、第 35 条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第 60 条

の 11第 2項中「この節」とあるのは「第 9章第 4節」と、第 60 条

の 13 中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多

機能型居宅介護従業者」と、第 60条の 17第 1項中「地域密着型通

所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型

居宅介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」

と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提

供回数等の活動状況」と、第 90 条及び第 98 条中「小規模多機能型

居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第 107 条中「第 83条第 6項の表の中欄」とあるのは「第 193 条

第 7項各号」と読み替えるものとする。 

附 則 附 則 

1 から 4まで （略） 1 から 4まで （略） 

5 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律(平成 26 年法律第 83 号)附則第 20 条第

1 項に規定する通所介護の事業を行う者が、同法附則第 1 条第 6 号

に掲げる規定の施行の日の前日までに、厚生労働省令で定める別段

の申出を行った上で、平成 28年 4月 1日から第 83 条第 7項に規定

するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所における事

5 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律附則第 20 条第 1 項に規定する通所介護

の事業を行う者が、同法附則第 1条第 6号に掲げる規定の施行の日

の前日までに、厚生労働省令で定める別段の申出を行った上で、平

成 28年 4月 1日から第 83条第 7項に規定するサテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所における事業を開始する場合は、平成
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業を開始する場合は、平成 30年 3月 31 日までの間、第 87条第 1項

に規定する宿泊室を設けないことができる。 

30 年 3 月 31 日までの間、第 87条第 1項に規定する宿泊室を設けな

いことができる。 

    改正附則 

 この条例は、平成 29年 4月 1 日から施行する。 
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(従業者の員数等) (従業者の員数等) 

第45条 （略） 第45条 （略） 

2から5まで （略） 2から5まで （略） 

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関す

る基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほ

か、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者

を置いているときは、同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事す

ることができる。 

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関す

る基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほ

か、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者

を置いているときは、同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事す

ることができる。 

当該指定介護予防

小規模多機能型居

宅介護事業所に中

欄に掲げる施設等

のいずれかが併設

されている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定地域密着型特定施設、指定地

域密着型介護老人福祉施設又は指定介

護療養型医療施設(医療法(昭和23年法

律第205号)第7条第2項第4号に規定す

る療養病床を有する診療所であるもの

に限る。) 

介護職員 

当該指定介護予防

小規模多機能型居

宅介護事業所の同

一敷地内に中欄に

掲げる施設等のい

ずれかがある場合 

前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サ

ービスの事業を行う事業所、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、

指定認知症対応型通所介護事業所、指

定介護老人福祉施設又は介護老人保健

施設 

看護師又

は准看護

師 

 

当該指定介護予防

小規模多機能型居

宅介護事業所に中

欄に掲げる施設等

のいずれかが併設

されている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定地域密着型特定施設、指定地

域密着型介護老人福祉施設又は指定介

護療養型医療施設(医療法(昭和23年法

律第205号)第7条第2項第4号に規定す

る療養病床を有する診療所であるもの

に限る。) 

介護職員 

当該指定介護予防

小規模多機能型居

宅介護事業所の同

一敷地内に中欄に

掲げる施設等のい

ずれかがある場合 

前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サ

ービスの事業を行う事業所、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、

指定地域密着型通所介護事業所、指定

認知症対応型通所介護事業所、指定介

護老人福祉施設又は介護老人保健施設 

看護師又

は准看護

師 

 

7から13まで （略） 7から13まで （略） 

(準用) (準用) 

第87条 第12条、第13条、第15条、第16条、第24条、第25条、第27条、 第87条 第12条、第13条、第15条、第16条、第24条、第25条、第27条、
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第32条から第35条まで、第37条、第38条(第4項を除く。)、第39条、

第40条、第57条、第60条及び第62条の規定は、指定介護予防認知症

対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、

第12条第1項中「第28条に規定する運営規程」とあるのは「第81条

に規定する重要事項に関する規程」と、「介護予防認知症対応型通

所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第27条第2項中「こ

の節」とあるのは「第4章第4節」と、第33条中「介護予防認知症対

応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第40条第1項

中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあ

るのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する

者」と、「6月」とあるのは「2月」と、第57条、第60条中「介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、

第60条中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」とあるの

は「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替える

ものとする。 

第32条から第35条まで、第37条、第38条(第4項を除く。)、第39条、

第40条(第5項を除く。)、第57条、第60条及び第62条の規定は、指

定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。こ

の場合において、第12条第1項中「第28条に規定する運営規程」と

あるのは「第81条に規定する重要事項に関する規程」と、「介護予

防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第

27条第2項中「この節」とあるのは「第4章第4節」と、第33条中「介

護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、

第40条第1項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について

知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、第57条中「介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第60条中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」とあ

るのは「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替

えるものとする。 

    改正附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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舞鶴市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例旧新対照表 

旧 新 

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」と

いう。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センター

の設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める

ものとする。 

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」と

いう。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター

の設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める

ものとする。 

(人員に関する基準) (人員に関する基準) 

第3条 1の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保

険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専ら

その職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりと

する。 

第3条 1の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保

険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専ら

その職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりと

する。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令

第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を

修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人 

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令

第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員

研修を修了した者であって、当該主任介護支援専門員研修又は同

項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日か

ら起算して5年を超えない期間ごとに同号に規定する主任介護支

援専門員更新研修を修了したものをいう。)その他これに準ずる

者 1人 

2 （略） 2 （略） 

    改正附則 

 (施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

 (経過措置) 

2 平成25年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則

(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任

介護支援専門員研修をいう。以下同じ。)を修了した者に対するこ 
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 の条例による改正後の舞鶴市地域包括支援センターの包括的支援

事業の実施に係る基準を定める条例第3条第1項第3号の規定の適用

については、次の表の左欄に掲げる主任介護支援専門員研修の修了

時の区分に応じ、同号中「当該主任介護支援専門員研修又は同項第

2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算

して5年を超えない期間ごとに同号」とあるのは、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

主任介護支援専門員

研修の修了時 

読み替える字句 

平成23年度までに修

了した者 

平成31年3月31日までに及び同日以降

5年を超えない期間ごとに同項第2号 

平成24年度及び平成

25年度に修了した者 

平成32年3月31日までに及び同日以降

5年を超えない期間ごとに同項第2号 
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舞鶴市道路占用料条例旧新対照表 

旧 新 

 (督促手数料及び延滞金) 

第8条 占用料を納期限までに納付しない者については、分担金等に

係る規制等に関する条例(昭和39年条例第21号)第3条、第4条及び附

則第4項の規定を適用する。この場合において、同条例第3条第3項

及び附則第4項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセ

ント」とする。 

(この条例に関し必要な事項) (この条例に関し必要な事項) 

第8条 （略） 第9条 （略） 

(罰則) (罰則) 

第9条 （略） 第10条 （略） 

    改正附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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舞鶴市都市公園条例旧新対照表(第1条関係) 

旧 新 

(指定管理者が行う業務) (指定管理者が行う業務) 

第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 有料公園施設(舞鶴引揚記念館を除く。次条及び第10条の2に

おいて同じ。)及びその附属設備(以下「有料公園施設等」という。)

並びに無料公園施設の利用に係る許可に関する業務 

(1) 指定管理者管理公園の有料公園施設及びその附属設備並びに

無料公園施設の利用に係る許可に関する業務 

(2)及び(3) (略)  (2)及び(3) (略) 

(開館・開場時間及び休館・休場日) (開館・開場時間及び休館・休場日) 

第2条の4 舞鶴自然文化園並びに有料公園施設及び無料公園施設の

開館・開場時間及び休館・休場日は、規則で定めるものとする。 

第2条の4 舞鶴自然文化園並びに有料公園施設(舞鶴引揚記念館を除

く。第4条の2第1項において同じ。)及び無料公園施設の開館・開場

時間及び休館・休場日は、規則で定めるものとする。 

(有料公園施設等の利用許可) (有料公園施設等の利用許可) 

第4条の2 有料公園施設等及び無料公園施設を利用しようとする者

は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を

受けた事項を変更しようとする場合又は特別の設備等を設けよう

とする場合も、また同様とする。 

第4条の2 有料公園施設及びその附属設備(以下「有料公園施設等」

という。)並びに無料公園施設を利用しようとする者は、あらかじ

め指定管理者(西運動公園にあっては、市長。以下次条までにおい

て同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変

更しようとする場合又は特別の設備等を設けようとする場合も、ま

た同様とする。 

2から4まで （略） 2から4まで （略） 

(使用料) (使用料) 

第9条 （略） 第9条 （略） 

2及び3 （略） 2及び3 （略） 

 第9条の2 西運動公園の有料公園施設等の利用許可を受けた者は、市

長に対し、使用料を納付しなければならない。 

 2 西運動公園の有料公園施設の使用料は別表第2の2に、西運動公園の

有料公園施設の附属設備の使用料は規則に定めるとおりとする。 

(使用料の減免) (使用料の減免等) 
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第10条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第

3条第2項若しくは第3項の許可を受けた者の責めでない事由によっ

てそれらの許可に係る行為又はそれらを利用することができなく

なった場合若しくはその他市長が必要と認める場合においては、使

用料の全部又は一部を免除することができる。 

第10条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第

3条第2項若しくは第3項の許可を受けた者の責めでない事由によっ

てそれらの許可に係る行為又はそれらを利用することができなく

なった場合若しくはその他市長が必要と認める場合においては、第

9条第1項の使用料の全部又は一部を免除することができる。 

 2 第10条の2第4項、第10条の3及び第10条の4の規定は、前条の使用料

の前納、減免及び不返還について準用する。この場合において、こ

れらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」

とあるのは「市長」と読み替えるものとする。 

(利用料金) (利用料金) 

第10条の2 有料公園施設等の利用許可を受けた者は、指定管理者に

対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わな

ければならない。 

第10条の2 指定管理者管理公園の有料公園施設等の利用許可を受け

た者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」

という。)を支払わなければならない。 

2 (略) 2 (略) 

3 有料公園施設の利用料金は別表第3に掲げる金額の範囲内で、有料

公園施設の附属設備の利用料金は規則に定める金額の範囲内で指

定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。 

3 指定管理者管理公園の有料公園施設の利用料金は別表第3に掲げ

る金額の範囲内で、指定管理者管理公園の有料公園施設の附属設備

の利用料金は規則に定める金額の範囲内で指定管理者があらかじ

め市長の承認を受けて定めるものとする。 

4 (略) 4 (略)  

(指定管理者不在等期間の管理) (指定管理者不在等期間の管理) 

第13条 （略） 第13条 （略） 

2 第4条の2、第4条の3及び第10条の2(同条第2項を除く。)から第10条

の4までの規定は、前項の規定により市長が指定管理者管理公園の

管理を行う場合について準用する。この場合において、第4条の2第

1項から第3項まで及び第4条の3ただし書中「指定管理者」とあるの

は「市長」と、第10条の2第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」

と、「料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料(五

老ヶ岳公園展望タワーにあっては、入館料。以下同じ。)」と、同

2 第4条の2、第4条の3及び第10条の2(同条第2項を除く。)から第10条

の4までの規定は、前項の規定により市長が指定管理者管理公園の

管理を行う場合について準用する。この場合において、第4条の2第

1項中「指定管理者(西運動公園にあっては、市長。以下次条までに

おいて同じ。)」とあるのは「市長」と、同条第2項及び第3項並び

に第4条の3ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条

の2第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「料金(以下「利
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条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が

あらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは「市長が」と、同条第

4項、第10条の3及び第10条の4中「利用料金」とあるのは「使用料」

と、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。 

用料金」という。)」とあるのは「使用料(五老ヶ岳公園展望タワー

にあっては、入館料。以下同じ。)」と、同条第3項中「利用料金」

とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を

受けて」とあるのは「市長が」と、同条第4項、第10条の3及び第10条

の4中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあ

るのは「市長」と読み替えるものとする。 

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 

名称 所在地 

東舞鶴公園 舞鶴市字行永地内 

市場公園 舞鶴市字市場地内 
 

名称 所在地 

東舞鶴公園 舞鶴市字行永地内 

市場公園 舞鶴市字市場地内 

西運動公園 舞鶴市字上安久、字円満寺地内 
 

別表第2(第2条関係) 別表第2(第2条関係) 

有料公園施設及び無料公園施設 有料公園施設及び無料公園施設 

都市公園の名称 有料公園施設 無料公園施設 

東舞鶴公園 屋外運動施設(野球場、テニスコー

ト、陸上競技場)、弓道場 

  

前島みなと公園 屋外運動施設(テニスコート)  
 

都市公園の名称 有料公園施設 無料公園施設 

東舞鶴公園 屋外運動施設(野球場、人工芝テニ

スコート、陸上競技場)、弓道場 

  

前島みなと公園 屋外運動施設(人工芝テニスコー

ト) 

 

西運動公園 屋外運動施設(人工芝グラウンド、

多目的グラウンド) 

 

 

備考 ツバキ園にあっては3月1日から4月20日まで、アジサイ園に

あっては6月1日から7月20日までの期間において、それぞれ市長

が別に定める期間に限り有料公園施設とする。 

備考 ツバキ園にあっては3月1日から4月20日まで、アジサイ園に

あっては6月1日から7月20日までの期間において、それぞれ市長

が別に定める期間に限り有料公園施設とする。 

 別表第2の2(第9条の2関係) 

西運動公園に係る屋外運動施設使用料 

  

 利用時間 午 前 ( 午 前 午 後 ( 午 後 全 日 ( 午 前
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施設名 

9時から午後

1時まで) 

1時から午後

5時まで) 

9時から午後

5時まで) 

人工芝グラ

ウンド 

全面 円 

15,200 

円 

15,200 

円 

30,400 

2分の1 7,600 7,600 15,200 

多目的グラ

ウンド 

全面 1,200 1,200 2,400 

2分の1 600 600 1,200 

備考  

1 この表に定める利用時間以外の時間に利用した場合の使用料

は、人工芝グラウンドにあっては1時間につき3,800円(2分の

1利用の場合は1,900円)、多目的グラウンドにあっては300円

(2分の1利用の場合は150円)とする。 

2 入場料その他これに類する料金を徴収し、又は営利若しくは

宣伝を目的とする催物のために利用する場合の使用料は、この

表に定める額の2倍の額とする。 

3 児童、生徒等が専用利用する場合の使用料は、この表に定め

る額の半額とする。 

4 この表の午前及び午後の区分は、1時間を単位とする場合を含

む。 

別表第3(第10条の2関係) 別表第3(第10条の2関係) 

1 屋外運動施設利用料金 1 東舞鶴公園及び前島みなと公園に係る屋外運動施設利用料金 

利用時間

 

 

 

 

 

 

午前(午前

9時から午

後 1 時 ま

で) 

午後(午後

1時から午

後 5 時 ま

で) 

夜間(午後

5時から午

後 9 時 ま

で) 

全日(野球場に

あっては午前

9時から午後

5時まで、テニ

スコート及び

陸上競技場に

あっては午前

利用時間

 

 

 

 

 

 

午前(午前

9時から午

後 1 時 ま

で) 

午後(午後

1時から午

後 5 時 ま

で) 

夜間(午後

5時から午

後 9 時 ま

で) 

全日(野球場に

あっては午前

9時から午後

5時まで、人工

芝テニスコー

ト及び陸上競

技場にあって
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旧 新 

 

施設名 

9 時から午後

9時まで) 

野球場 円

3,000

円

3,000

円

―

円

6,000

テニスコート(一面に

つき) 

2,000 2,000 2,000 6,000

陸上競技場 全面 2,000 2,000 2,000 6,000

2分の1 1,000 1,000 1,000 3,000

4分の1 500 500 500 1,500
 

 

施設名 

は午前9時から

午後9時まで) 

野球場 円

3,000

円

3,000

円

―

円

6,000

人工芝テニスコート

(一面につき) 

2,000 2,000 2,000 6,000

陸上競技場 全面 2,000 2,000 2,000 6,000

2分の1 1,000 1,000 1,000 3,000

4分の1 500 500 500 1,500
 

備考 

1 この表に定める利用時間以外の時間に利用した場合の利用料

金は、野球場にあっては 1回につき 1,000 円、テニスコートに

あっては 1時間につき 500 円、陸上競技場にあっては 1時間に

つき 500 円(2 分の 1利用の場合は 250 円、4分の 1利用の場合

は 150 円)とする。 

2 入場料その他これに類する料金を徴収し、又は営利若しくは宣

伝を目的とする催物のために利用する場合の利用料金は、この

表に定める額の2倍の額とする。 

3 児童、生徒等が専用利用する場合の利用料金は、この表に定め

る額の半額とする。 

4 この表の午前、午後及び夜間の区分は、1時間を単位とする場

合を含む。 

備考 

1 この表に定める利用時間以外の時間に利用した場合の利用料

金は、野球場にあっては 1回につき 1,000 円、人工芝テニスコ

ートにあっては1時間につき500円、陸上競技場にあっては1時

間につき 500 円(2 分の 1利用の場合は 250 円、4分の 1利用の

場合は 150 円)とする。 

2 入場料その他これに類する料金を徴収し、又は営利若しくは宣

伝を目的とする催物のために利用する場合の利用料金は、この

表に定める額の2倍の額とする。 

3 児童、生徒等が専用利用する場合の利用料金は、この表に定め

る額の半額とする。 

4 この表の午前、午後及び夜間の区分は、1時間を単位とする場

合を含む。 

2から10まで (略) 2から10まで (略) 

    改正附則 

  (施行期日) 

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。 

 (準備行為) 

2 この条例による改正後の舞鶴市都市公園条例の規定による西運動

公園の有料公園施設及びその附属設備の利用の許可の申請、利用の 
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旧 新 

  許可その他の行為については、この条例の施行前においても、行う

ことができる。 

 



９８ 

舞鶴市都市公園条例旧新対照表(第2条関係) 

旧 新 

別表第2(第2条関係) 別表第2(第2条関係) 

有料公園施設及び無料公園施設 有料公園施設及び無料公園施設 

都市公園の名称 有料公園施設 無料公園施設 

東舞鶴公園 屋外運動施設(野球場、テニスコー

ト、陸上競技場)、弓道場 

 

西運動公園 屋外運動施設(人工芝グラウンド、

多目的グラウンド) 

 

 

都市公園の名称 有料公園施設 無料公園施設 

東舞鶴公園 屋外運動施設(野球場、テニスコー

ト、陸上競技場)、弓道場 

 

西運動公園 屋外運動施設(人工芝グラウンド、

多目的グラウンド、クレーテニス

コート) 

 

 

備考 ツバキ園にあっては3月1日から4月20日まで、アジサイ園に

あっては6月1日から7月20日までの期間において、それぞれ市長

が別に定める期間に限り有料公園施設とする。 

備考 ツバキ園にあっては3月1日から4月20日まで、アジサイ園に

あっては6月1日から7月20日までの期間において、それぞれ市長

が別に定める期間に限り有料公園施設とする。 

別表第2の2(第9条の2関係) 

西運動公園に係る屋外運動施設使用料 

利用時間

 

施設区分 

午前(午前9時

から午後1時

まで) 

午後(午後1時

から午後5時

まで) 

全日(午前9時

から午後5時

まで) 

人工芝グラ

ウンド 

全面 円 

15,200 

円 

15,200 

円 

30,400 

2分の1 7,600 7,600 15,200 

多目的グラ

ウンド 

全面 1,200 1,200 2,400 

2分の1 600 600 1,200 
 

別表第2の2(第9条の2関係) 

西運動公園に係る屋外運動施設使用料 

利用時間

 

施設区分 

午前(午前9時

から午後1時

まで) 

午後(午後1時

から午後5時

まで) 

全日(午前9時

から午後5時

まで) 

人工芝グラ

ウンド 

全面 円 

15,200 

円 

15,200 

円 

30,400 

2分の1 7,600 7,600 15,200 

多目的グラ

ウンド 

全面 1,200 1,200 2,400 

2分の1 600 600 1,200 

クレーテニスコート

(一面につき) 

800 800 1,600 

 

備考  

1 この表に定める利用時間以外の時間に利用した場合の使用料

備考  

1 この表に定める利用時間以外の時間に利用した場合の使用料
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は、人工芝グラウンドにあっては1時間につき3,800円(2分の

1利用の場合は1,900円)、多目的グラウンドにあっては300円

(2分の1利用の場合は150円)とする。 

2 入場料その他これに類する料金を徴収し、又は営利若しくは

宣伝を目的とする催物のために利用する場合の使用料は、この

表に定める額の2倍の額とする。 

3 児童、生徒等が専用利用する場合の使用料は、この表に定め

る額の半額とする。 

4 この表の午前及び午後の区分は、1時間を単位とする場合を含

む。 

は、人工芝グラウンドにあっては1時間につき3,800円(2分の

1利用の場合は1,900円)、多目的グラウンドにあっては300円

(2分の1利用の場合は150円)、クレーテニスコートにあっては

1時間につき200円とする。 

2 入場料その他これに類する料金を徴収し、又は営利若しくは

宣伝を目的とする催物のために利用する場合の使用料は、この

表に定める額の2倍の額とする。 

3 児童、生徒等が専用利用する場合の使用料は、この表に定め

る額の半額とする。 

4 この表の午前及び午後の区分は、1時間を単位とする場合を含

む。 

    改正附則 

  (施行期日) 

1 この条例は、規則で定める日から施行する。 

 (準備行為) 

2 この条例による改正後の舞鶴市都市公園条例の規定によるクレー

テニスコートの利用の許可の申請、利用の許可その他の行為につい

ては、この条例の施行前においても、行うことができる。 
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市営住宅管理条例旧新対照表 

旧 新 

別表(第7条関係) 別表(第7条関係) 

市営住宅家賃表 市営住宅家賃表 

区分 家賃月額(1戸につき) 

昭和39年度建設の住宅 円

5,800

昭和44年度建設の住宅 7,900

昭和48年度建設の住宅 14,700

昭和49年度建設の住宅 16,200

平成5年度建設の住宅 37,800

平成7年度建設の住宅 39,700
 

区分 家賃月額(1戸につき) 

昭和39年度建設の住宅 円

5,800

昭和44年度建設の住宅 7,900

昭和48年度建設の住宅 14,700

昭和49年度建設の住宅 16,200
 

上欄に定める家賃のうち、浴室を増築したものについては700円を加算

する。 

上欄に定める家賃のうち、浴室を増築したものについては700円を加算

する。 

    改正附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



１０１ 

舞鶴市水道事業給水条例旧新対照表 

旧 新 

(個別需給給水契約) (個別需給給水契約) 

第23条の2 (略)  第23条の2 (略)  

2 (略) 2 (略)  

3 前条の規定にかかわらず、個別受給給水契約を締結した者に対す

る料金は、1月の使用水量に応じ、別表第2の基本料金及び従量料金

(基準水量を超える水量に係る1立方メートル当たりの従量料金は、

64円)の合計額に100分の108を乗じて得た額(1円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てた額)とする。 

3 前条の規定にかかわらず、個別需給給水契約を締結した者に対す

る料金は、1月の使用水量に応じ、別表第2の基本料金及び従量料金

(基準水量を超える水量に係る1立方メートル当たりの従量料金は、

64円)の合計額に100分の108を乗じて得た額(1円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てた額)とする。 

4 (略) 4 (略) 

附 則 附 則 

1から6まで （略） 1から6まで （略） 

 (簡易水道事業の統合に伴う経過措置) 

 7 舞鶴市水道事業給水条例の一部を改正する等の条例(平成29年条

例第 号)の施行前に、同条例附則第2項の規定による廃止前の舞鶴

市簡易水道事業給水条例(平成10年条例第10号。以下この項におい

て「旧簡易水道事業給水条例」という。)の規定によりなされた処

分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなさ

れたものとみなす。ただし、旧簡易水道事業給水条例の規定により

課した、又は課すべき料金、分担金、手数料その他の費用の取扱い

については、なお従前の例による。 

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 

給水区域 給水区域 

桃山町、竜宮町、愛宕上町、愛宕下町、愛宕中町、愛宕浜町、矢之助

町、溝尻町、溝尻中町、南浜町、北浜町、浜町、七条中町、森町、森

本町、倉梯町、倉梯中町、丸山町、丸山口町、丸山中町、丸山西町、

桃山町、竜宮町、愛宕上町、愛宕下町、愛宕中町、愛宕浜町、矢之助

町、溝尻町、溝尻中町、南浜町、北浜町、浜町、七条中町、森町、森

本町、倉梯町、倉梯中町、丸山町、丸山口町、丸山中町、丸山西町、
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行永東町、行永桜通り、金屋町、八反田北町、八反田南町、亀岩町、

京月町、京月東町、常新町、田中町、鹿原西町、安岡町、田園町一丁

目、田園町二丁目、朝来西町、白屋町、中田町、字南田辺、字北田辺、

字円満寺、字竹屋、字職人、字丹波、字本、字平野屋、字魚屋、字東

吉原、字西吉原、字新、字寺内、字宮津口、字松陰、字紺屋、字京口、

字朝代、字引土新、字堀上、字大内、大内野町、女布北町、高野台、

字七日市、京田新町、福来問屋町、昭和台、天台新町、清道新町、清

美が丘及び上安東町の区域の全部並びに字北吸、字浜、字市場、字溝

尻、字堂奥、字多門院、字森、字行永、字常、字木ノ下、字与保呂、

字泉源寺、字田中、字小倉、字鹿原、字安岡、字吉坂、字大波上、字

大波下、字朝来中、字白屋、字吉野、字登尾、字岡安、字河辺中、字

西屋、字室牛、字河辺由里、字観音寺、字河辺原、字栃尾、字大山、

字田井、字成生、字野原、字中田、字赤野、字平、字余部上、字余部

下、字長浜、字和田、白浜台、字西、字引土、字上福井、字下福井、

字喜多、字大君、字吉田、字青井、字白杉、字高野由里、字女布、字

野村寺、字城屋、字京田、字十倉、字万願寺、字公文名、字伊佐津、

字境谷、字今田、字堀、字池ノ内下、字布敷、字別所、字上根、字寺

田、字白滝、字岸谷、字倉谷、字福来、字天台、字清道、字上安、字

上安久、字下安久、字和江、字丸田、字八田、字三日市、字上東、字

下東、字中山、字水間、字蒲江、字油江、字東神崎及び字西神崎の区

域の一部 
 

行永東町、行永桜通り、金屋町、八反田北町、八反田南町、亀岩町、

京月町、京月東町、常新町、田中町、鹿原西町、安岡町、田園町一丁

目、田園町二丁目、朝来西町、白屋町、中田町、字南田辺、字北田辺、

字円満寺、字竹屋、字職人、字丹波、字本、字平野屋、字魚屋、字東

吉原、字西吉原、字新、字寺内、字宮津口、字松陰、字紺屋、字京口、

字朝代、字引土新、字堀上、字大内、大内野町、女布北町、高野台、

字七日市、京田新町、福来問屋町、昭和台、天台新町、清道新町、清

美が丘及び上安東町の区域の全部並びに字北吸、字浜、字市場、字溝

尻、字堂奥、字多門院、字森、字行永、字常、字木ノ下、字与保呂、

字泉源寺、字田中、字小倉、字鹿原、字安岡、字吉坂、字大波上、字

大波下、字朝来中、字白屋、字吉野、字登尾、字岡安、字河辺中、字

西屋、字室牛、字河辺由里、字観音寺、字河辺原、字栃尾、字大山、

字田井、字成生、字野原、字中田、字赤野、字平、字佐波賀、字千歳、

字大丹生、字瀬崎、字三浜、字小橋、字余部上、字余部下、字長浜、

字和田、白浜台、字西、字引土、字上福井、字下福井、字喜多、字大

君、字吉田、字青井、字白杉、字高野由里、字女布、字野村寺、字城

屋、字京田、字十倉、字真倉、字万願寺、字公文名、字伊佐津、字境

谷、字今田、字堀、字池ノ内下、字布敷、字別所、字上根、字寺田、

字白滝、字岸谷、字倉谷、字福来、字天台、字清道、字上安、字上安

久、字下安久、字桑飼上、字桑飼下、字地頭、字大俣、字滝ヶ宇呂、

字長谷、字上漆原、字下漆原、字下見谷、字河原、字西方寺、字富室、

字岡田由里、字久田美、字志高、字大川、字和江、字丸田、字八田、

字八戸地、字三日市、字上東、字下東、字中山、字水間、字蒲江、字

油江、字東神崎及び字西神崎の区域の一部 
 

    改正附則 

  この条例は、規則で定める日から施行する。 



１０３ 

舞鶴市特別会計条例旧新対照表(第36号議案関係) 

旧 新 

(設置) (設置) 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定によ

り、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため、

設置する。 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定によ

り、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため、

設置する。 

(1)から(3)まで （略） (1)から(3)まで （略） 

(4) 簡易水道事業会計 簡易水道事業 (削除) 

(5) （略） (4) （略） 

(6) （略） (5) （略） 

(7) （略） (6) （略） 

(8) （略） (7) （略） 

(9) （略） (8) （略） 

    改正附則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 

 



１０４ 

重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例旧新対照表 

旧 新 

(特別議決を要する特に重要な公の施設の範囲) (特別議決を要する特に重要な公の施設の範囲) 

第3条 次の各号に掲げる公の施設について、これを廃止し、又は10年

を超える期間にわたり独占的な利用をさせる場合は、議会において

出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。 

第3条 次の各号に掲げる公の施設について、これを廃止し、又は10年

を超える期間にわたり独占的な利用をさせる場合は、議会において

出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。 

(1) 上水道(簡易水道を除く。) (1) 上水道 

(2)から(4)まで (略) (2)から(4)まで (略) 

    改正附則 

  この条例は、規則で定める日から施行する。 
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舞鶴市公設浄化槽条例旧新対照表 

旧 新 

(電気料金及び水道料金の負担) (電気料金及び水道料金の負担) 

第19条 公設浄化槽の使用に係る電気料金及び水道(簡易水道を含

む。)料金は、使用者の負担とする。 

第19条 公設浄化槽の使用に係る電気料金及び水道料金は、使用者の

負担とする。 

    改正附則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 
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廃止する条例 

舞鶴市分譲住宅条例  

昭和32年7月9日  

条例第11号  

(目的)  

第1条 この条例は、舞鶴市の分譲住宅(以下「分譲住宅」という。)

に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

(設置)  

第2条 舞鶴市は分譲住宅を設置する。  

(定義)  

第3条 分譲住宅とは、一定の期間市営住宅の使用を承諾し、その期

間内に所定の家賃を完納した者に対して、その期間の経過後その使

用にかかる住宅を無償譲渡するものをいう。 

 

(種類)  

第4条 分譲住宅の種類は次のとおりとする。  

第1種分譲住宅 木造瓦葺平屋建 建坪 16坪以下  

第2種分譲住宅 同 同 14坪以下  

第3種分譲住宅 同 同 10坪以下  

(委任)  

第5条 分譲住宅の管理、処分その他必要な事項は市長が別に定める。  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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廃止する条例 

舞鶴市養護老人ホーム設置条例  

昭和60年3月30日  

条例第5号  

舞鶴市老人福祉施設設置条例(昭和38年条例第34号)の全部を改正

する。 

 

(設置)  

第1条 老人福祉の向上を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第

133号)第15条第3項の規定に基づき養護老人ホームを設置する。 

 

(名称及び位置)  

第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称 舞鶴市安岡園  

位置 舞鶴市字安岡1076番地の1  

(その他)  

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。  

附 則  

この条例は、別に規則で定める日から施行する。  
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廃止する条例 

舞鶴市水道事業審議会条例 

平成27年3月30日 

条例第6号 

(設置) 

第1条 水道事業の効率的かつ効果的な運営を図るため、舞鶴市水道

事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第2条 審議会は、次の事項に関し、水道事業の管理者の権限を行う

市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じてこれを調査し、及び

審議するとともに、その結果を答申するものとする。 

(1) 水道事業の計画に関すること。 

(2) 水道事業の経営に関すること。 

(3) その他水道事業の運営に関すること。 

(組織) 

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。 

(委員) 

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 水道の使用者 

(3) その他管理者が適当と認める者 

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

3 委員は、再任されることができる。 

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も同様とする。 

(委員長及び副委員長) 

第5条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。 

2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。 

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委

員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第6条 審議会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。 

(意見の聴取等) 

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係

者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求

めることができる。 

(庶務) 

第8条 審議会の庶務は、上下水道部において処理する。 

(委任) 

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、

別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。 

(招集の特例) 

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会の会議及び委員の

任期満了後最初に開かれる審議会の会議は、第6条第1項の規定にか

かわらず、管理者が招集する。 
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廃止する条例 

舞鶴市簡易水道事業設置条例 

平成10年3月31日 

条例第9号 

(設置) 

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、簡易水道事業

を設置する。 

(名称、給水区域等) 

第2条 簡易水道事業の名称、給水区域、計画給水人口及び計画給水

量は、別表のとおりとする。 

(事務所) 

第3条 簡易水道事業の主たる事務所を舞鶴市字北吸1044番地に置

く。 

(その他) 

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。 

(適用区分) 

2 この条例の施行の際現に設置されている簡易水道事業は、この条

例の規定により設置された簡易水道事業とみなす。 

別表(第2条関係) 

事業名 給水区域 計画給水

人口 

計画給水量 

田井簡易水道 舞鶴市字田井地区の一部 人

240

立方メートル

／日

96

成生〃 〃   成生〃 105 42

野原〃 〃   野原〃 370 230
 

 
丸山〃 〃   小橋〃 

〃   三浜〃 

650 325

佐波賀〃 〃   佐波賀〃 180 68

大丹生千歳〃 〃   大丹生〃 

〃   千歳〃 

290 160

瀬崎〃 〃   瀬崎〃 110 53

真倉〃 〃   真倉〃 400 120

上根寺田〃 〃   上根〃 

〃   寺田〃 

160 48

岸谷〃 〃   岸谷〃 150 23.5

桑飼〃 〃   桑飼上〃 

〃   桑飼下〃 

410 105

地頭〃 〃   地頭〃 

〃   大俣〃 

〃   滝ヶ宇呂〃 

440 235

岡田由里〃 〃   岡田由里〃 

〃   富室〃 

370 130.5

岡田中〃 〃   西方寺〃 

〃   河原〃 

〃   下見谷〃 

〃   下漆原〃 

〃   上漆原〃 

〃   長谷〃 

400 147

岡田下〃 〃   久田美〃 

〃   大川〃 

〃   志高〃 

1,200 400

八戸地〃 〃   八戸地〃 150 45
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廃止する条例 

舞鶴市簡易水道施設建設改良基金条例 

昭和40年12月18日 

条例第33号 

(設置) 

第1条 舞鶴市簡易水道施設の建設改良費等の財源に充てるため、舞

鶴市簡易水道施設建設改良基金(以下「基金」という。)を設置する。 

(積立て) 

第2条 基金は、毎年度予算をもって定める範囲内の額を積み立てる

ものとする。 

(管理) 

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有そ

の他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。 

2 基金は、各簡易水道施設ごとに明確に管理しなければならない。 

(運用益金の処理) 

第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道事業会計歳入歳出予

算に計上して、この基金に編入するものとする。 

(処分) 

第5条 基金は、簡易水道施設の建設改良費及び災害復旧費の財源に

充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。 

2 前項の処分をするときは、市長は、当該施設の利用者代表と協議

するものとする。 

(繰替運用) 

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの

方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り

替えて運用することができる。 

(委任) 

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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廃止する条例 

舞鶴市簡易水道事業給水条例 

平成10年3月31日 

条例第10号 

舞鶴市簡易水道条例(昭和34年条例第3号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、簡易水

道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他

の供給条件並びに給水等の適正を保持するために必要な事項を定

めるものとする。 

(給水区域) 

第2条 簡易水道事業の給水区域は、舞鶴市簡易水道事業設置条例(平

成10年条例第9号)第2条に規定する区域とする。 

(使用者代表の届出) 

第3条 簡易水道の使用者は、簡易水道の使用に関する事項を処理さ

せるため、その属する事業ごとに使用者代表を互選し、市長に届け

出なければならない。使用者代表が交代したときもまた同様とす

る。 

(料金の支払義務) 

第4条 簡易水道の使用者、使用者代表及び管理人は、簡易水道料金

(以下「料金」という。)を毎月納付しなければならない。 

2 前項の規定にかかわらず、給水の廃止若しくは停止又は専用給水

装置の一時使用に係る料金は、その都度納付しなければならない。 

(料金) 

第5条 料金は、別表により算出した額に100分の108を乗じて得た額

(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨て

る。)とする。 

2 料金は、毎月定例日に水道メーターの検針を行い、検針の日の属

する月分として算定する。ただし、市長は、必要と認めるときは、 

(分担金の徴収等) 

第6条 簡易水道施設(飲料水供給施設を含む。)の新設又は拡張に係

る事業を施行しようとするときは、その施行により利益を受ける者

(第3項において「受益者」という。)から分担金を徴収することが

できる。 

2 分担金の額は、給水装置1件当たり40万円とする。ただし、官公署、

事業所その他これらに準ずるもので、使用水量が一般家庭と比較し

て多いと認められるものに係る分担金の額は、40万円に規則で定め

る方法により算定した件数を乗じて得た額とする。 

3 市長は、分担金を徴収しようとするときは、納期限その他分担金

の徴収に関し必要な事項を受益者に通知しなければならない。 

4 分担金は、一括して徴収するものとする。 

(補助管理人) 

第7条 市長は、必要があると認めたときは、当該簡易水道事業ごと

に補助管理人を置き、施設の維持管理に当たらせることができる。 

(準用) 

第8条 舞鶴市水道事業給水条例(平成10年条例第8号)の規定(第1条、

第2条、第22条から第24条まで、第27条及び第38条は除く。)は、簡

易水道事業について準用する。この場合において、「管理者」とあ

るのは「市長」と読み替えるものとする。 

(委任) 

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日前において、改正前の舞鶴市簡易水道条例の

規定によってした申込、手続その他の行為は、改正後の舞鶴市簡易 
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水道事業給水条例の相当規定によってしたものとみなす。 

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措

置は、別に定める。 

別表(第4条関係) 

簡易水道料金表 

(4) 臨時用 工事の施行その他臨時に使用するもの 

2 前項の用途に規定されていないもの又は適さないものについ

ては、別に市長が定める 

用途 基本料金(月額) 超過料金 

    

使用水量(月量)   

家事用 10立方メートル以

下 

740円

ただし、使用水

量(月量)が8立

方メートル以下

の場合は、550円

1立方メートルにつ

き 110円 

営業用 15立方メートル以

下 

1,360円1立方メートルにつ

き 150円 

官公署、学校、

病院、会社、工

場その他用 

20立方メートル以

下 

2,150円1立方メートルにつ

き 120円 

臨時用   1立方メートル

につき 230円 

  

 

備考 

1 この表に定める用途の適用基準は、次のとおりとする。 

(1) 家事用 一般家庭における日常の生活に使用するもの 

(2) 営業用 主に業務用に使用するもの 

(3) 官公署、学校、病院、会社、工場その他用 主に官公署、

学校、病院、会社、工場、寮など集団的に使用するもの(用

途の主体が集団的と認められないもの及び会社、工場のうち

営業用に該当するものを除く。) 
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廃止する条例 

舞鶴市簡易水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基

準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例 

平成25年3月29日 

条例第25号 

(趣旨) 

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」とい

う。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を

行わせなければならない簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡

易水道」という。)の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する

技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必

要な資格の基準並びに水道技術管理者に必要な資格の基準につい

て定めるものとする。 

(布設工事監督者を配置する工事) 

第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監

督業務を行うべき簡易水道の布設工事については、舞鶴市水道事業

の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者

の資格基準に関する条例(平成25年条例第27号。以下「水道事業基

準条例」という。)第2条の規定を準用する。 

(布設工事監督者の資格) 

第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有

すべき資格については、水道事業基準条例第3条の規定を準用する。

この場合において、同条第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」

と、同条第2号中「3年以上」とあるのは「1年6か月以上」と、同条

第3号中「5年以上」とあるのは「2年6か月以上」と、同条第4号中

「7年以上」とあるのは「3年6か月以上」と、同条第5号中「10年以

上」とあるのは「5年以上」と、同条第6号中「第1号の規定による

卒業をした者にあっては1年以上」とあるのは「第1号の規定による

卒業をした者にあっては6か月以上」と、「2年以上」とあるのは「1 

年以上」と、同条第7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経

験年数の2分の1以上」と、同条第8号中「1年以上」とあるのは「6か

月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。 

(水道技術管理者の資格) 

第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有

すべき資格については、水道事業基準条例第4条の規定を準用する。

この場合において、同条第1号中「前条」とあるのは「舞鶴市簡易

水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例(平成25年条例第号)第3条におい

て読み替えて準用する前条」と、同条第2号中「4年以上」とあるの

は「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以

上」とあるのは「4年以上」と、同条第3号中「10年以上」とあるの

は「5年以上」と、同条第4号中「5年以上」とあるのは「2年6か月

以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6か月以上」と、「9年以上」

とあるのは「4年6か月以上」と、同条第5号中「最低経験年数以上」

とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるも

のとする。 

附 則 

この条例は、平成25年4月1日から施行する。 

  


